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条例  
 

 甲府市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例をここに公布す

る。 

  平成２９年６月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２０号 

甲府市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、工場立地法（昭和３４年法律第２４号。以下「法」とい 

う。）第４条の２第１項の規定に基づき、法第４条第１項の規定により公表され

た準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。 

（区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合） 

第３条 法第４条の２第１項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境 

 施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。 

区域 緑地の面積の敷地面

積に対する割合 

環境施設の面積の敷

地面積に対する割合 

都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）第８条第１項第１号の

準工業地域（以下「準工業地域」

という。） 

１００分の１５以上 １００分の２０以上 

都市計画法第８条第１項第１号の

工業地域及び工業専用地域（以下

「工業地域・工業専用地域」とい

う。） 

１００分の５以上 １００分の１０以上 

都市計画法第８条第１項第１号の   
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用途地域の定めのない地域（以下

「用途地域の定めのない地域」と

いう。） 

１００分の５以上 １００分の１０以上 

（敷地が２以上の区域にわたる場合の適用） 

第４条 特定工場の敷地が準工業地域、工業地域・工業専用地域、用途地域の定め 

のない地域又は前条に規定する区域以外の区域のうち、２以上の区域にわたる場

合における同条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部

分の面積の敷地面積に対する割合（以下「敷地割合」という。）につき、準工業

地域、工業地域・工業専用地域又は用途地域の定めのない地域の敷地面積が最も

高い場合には当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を当該特定工場

の敷地の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高い場

合には同条の表の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用しない。 

（緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法） 

第５条 工場立地法施行規則（昭和４９年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、 

運輸省令第１号。以下「省令」という。）第４条に規定する緑地以外の環境施設

以外の施設又は同条第１号トに掲げる施設と重複する土地及び省令第３条に規定

する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率（緑地の面積の敷

地面積に対する割合をいう。以下同じ。）を乗じて得た面積の１００分の５０の

割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができる。 

（本市に隣接する地方公共団体の長との協議） 

第６条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけ 

るこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議し、適

切な措置を講ずるものとする。 

附 則 

１ この条例は、平成２９年７月１日から施行する。 

２ 昭和４９年６月２８日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行わ 

れている特定工場において、生産施設の面積の変更（生産施設の面積の減少を除

く。）が行われるときは、第３条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算

定は、工場立地に関する準則（平成１０年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産

業省、運輸省告示第１号。以下「法準則」という。）備考第１項第２号及び第３
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号並びに第３項の規定を準用する。この場合において、法準則備考第１項第２号

中「０．２」とあるのは、準工業地域にあっては「０．１５」と、工業地域・工

業専用地域及び用途地域の定めのない地域にあっては「０．０５」と、法準則備

考第１項第３号中「０．２５」とあるのは、準工業地域にあっては「０．２」

と、工業地域・工業専用地域及び用途地域の定めのない地域にあっては 

「０．１」と、法準則備考第３項第１号中「０．２」とあるのは、準工業地域に

あっては「０．１５」と、工業地域・工業専用地域及び用途地域の定めのない地

域にあっては「０．０５」と、法準則備考第３項第２号中「０．２５」とあるの

は、準工業地域にあっては「０．２」と、工業地域・工業専用地域及び用途地域

の定めのない地域にあっては「０．１」と読み替えるものとする。 
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 甲府市個人情報保護条例及び甲府市行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年６月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２１号 

   甲府市個人情報保護条例及び甲府市行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例 

 （甲府市個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 甲府市個人情報保護条例（平成１５年１２月条例第４２号）の一部を次の 

ように改正する。 

  第４２条の２第３号中「第２項」の次に「（これらの規定を番号法第２６条に 

おいて準用する場合を含む。）」を加える。 

  第４２条の６中「又は情報提供者」を「若しくは情報提供者又は同条第８号に 

規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者」に改める。 

 第４２条の７第１項第１号中「第２８条」を「第２９条」に改める。 

（甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

第２条 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７  

年１２月条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 第１条及び第５条第１項中「第１９条第９号」を「第１９条第１０号」に改め

る。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 甲府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年６月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２２号 

   甲府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

 甲府市職員退職手当支給条例（昭和２５年１０月条例第３１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第８条第１０項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の

１号を加える。 

⑵ その者が次のいずれかに該当する場合 

ア 特定退職者であって、雇用保険法第２４条の２第１項各号に掲げる者に相

当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規

定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法（昭和

２２年法律第１４１号）第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当

であると認めたもの 

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由により就

職が困難な者であって、同法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当す

る者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準

に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定す

る職業指導を行うことが適当であると認めたもの 

第８条第１１項第５号中「公共職業安定所」の次に「、職業安定法第４条第８項

に規定する特定地方公共団体若しくは同法第１８条の２に規定する職業紹介事業 

者」を加える。 

 附則に次の１項を加える。 

１２ 平成３４年３月３１日以前に退職した職員に対する第８条第１０項の規定の 

適用については、同項中「第２８条まで」とあるのは「第２８条まで及び附則第 
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５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省

令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第２４条の２第１項第２号

に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規

定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４ 

                                 「イ 

                                  ウ 

雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困 

特定退職者であって、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域内に居住し、 

難な者であって、同法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者として 

かつ、市長が同法第２４条の２第１項に規定する指導基準に照らして再就職を促 

規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就 

進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適 

職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うこ 

当であると認めたもの（アに掲げる者を除く。） 

とが適当であると認めたもの  

」 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第８条第１１項第５号の改正規 

定及び附則第４項の規定は、平成３０年１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市職員退職手当支給条例（以下「新条例」とい 

う。）の規定は、平成２９年４月１日（以下「適用日」という。）から適用す 

る。 

（経過措置） 

３ 新条例第８条第１０項（第２号に係る部分に限り、新条例附則第１２項の規定 

により読み替えて適用する場合を含む。）の規定は、退職職員（甲府市職員退職

手当支給条例第１条第１項に規定する職員（同条第２項の規定により職員とみな

される者を含む。）をいう。以下同じ。）であって甲府市職員退職手当支給条例

第８条第１項第２号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じ

た日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法（昭和４９年法

項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは  

とする。 
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律第１１６号）の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定

給付日数に相当する日数分の同条第３項の退職手当の支給を受け終わった日が適

用日以後であるものについて適用する。 

４ 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１４ 

号）第４条の規定による改正後の職業安定法（以下「改正後職業安定法」とい 

う。）第４条第８項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第１８条

の２に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第

８条第１１項（第５号に係る部分に限り、甲府市職員退職手当支給条例第８条第

１５項において準用する場合を含む。）の規定は、当該退職職員が当該紹介によ

り職業に就いた日が附則第１項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場

合について適用する。 
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 甲府市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年６月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２３号 

   甲府市市税条例等の一部を改正する条例 

（甲府市市税条例の一部改正） 

第１条 甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号）の一部を次のように改正

する。 

第２６条中「次の各号に掲げる者」を「次の各号に掲げる者のいずれかに該当

する納税義務者」に改め、同条ただし書中「掲げる者」の次に「に該当する納税

義務者」を加え、「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改

め、同条各号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 

第３７条を次のように改める。 

（法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割合） 

第３７条 法第３４９条の３第２８項に規定する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

２  法第３４９条の３第２９項に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１

とする。 

３  法第３４９条の３第３０項に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１

とする。 

附則第５条の２第１１項を同条第１２項とし、同条第１０項の次に次の１項を 

加える。 

 １１ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１ 

  とする。 

附則第１６条の２第１項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め

る。 
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附則第２０条第１項中「平成３０年度」を「平成３３年度」に改める。 

（甲府市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 甲府市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年６月条例第１９号）

の一部を次のように改正する。 

附則第６条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「新条例第６４条及

び新条例」を「甲府市市税条例第６４条及び」に改め、「左欄に掲げる」の次に

「同条例の」を加え、同条の表を次のように改める。 

第６４条第２号ア（イ）  ３，９００円 ３，１００円 

第６４条第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

第６４条第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

附則第１２条第１項 第６４条 甲府市市税条例等の一部を

改正する条例（平成２６年

６月条例第１９号。以下こ

の条において「平成２６年 

  改正条例」という。）附則

第６条の規定により読み替

えて適用される第６４条 

附則第１２条第１項の表第

２号ア（イ）の項 

第２号ア（イ） 平成２６年改正条例附則第

６条の規定により読み替え

て適用される第６４条第２

号ア（イ） 

３，９００円 ３，１００円 

附則第１２条第１項の表第

２号ア（ウ）ａの項 

第２号ア（ウ）ａ 平成２６年改正条例附則第

６条の規定により読み替え

て適用される第６４条第２

号ア（ウ）ａ 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 
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附則第１２条第１項の表第

２号ア（ウ）ｂの項 

第２号ア（ウ）ｂ 平成２６年改正条例附則第

６条の規定により読み替え

て適用される第６４条第２

号ア（ウ）ｂ 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条中甲府市市税条例第２６条各号の改正規定及び附則第１６条の２第１

項の改正規定並びに次条第２項の規定 平成３１年１月１日 

⑵ 第２条の規定 平成３１年１０月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の甲府市市税条例

（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、平成２９年

度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２８年度分までの個人の市

民税については、なお従前の例による。 

２  前条第１号に掲げる規定による改正後の甲府市市税条例の規定中個人の市民税

に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平

成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例第３７条の規定は、平成３０年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用し、平成２９年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 
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 甲府市過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

  平成２９年６月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２４号 

   甲府市過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条 

   例 

 甲府市過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例（平成１７年１２月条例

第５４号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「情報通信技術利用事業」を「農林水産物等販売業」に改める。 

第２条中「平成２９年３月３１日」を「平成３１年３月３１日」に改める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の甲府市過疎対策の

ための固定資産税の免除に関する条例の規定は、平成２９年４月１日（以下「適

用日」という。）から適用する。 

２ この条例による改正後の第１条の規定は、適用日以後に新設され、又は増設さ

れる設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、

なお従前の例による。 
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 甲府市印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年６月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２５号 

   甲府市印鑑条例の一部を改正する条例 

 甲府市印鑑条例（昭和５６年１２月条例第４６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１７条の次に次の１条を加える。 

 （多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等） 

第１７条の２ 前３条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自らの個人番号カード 

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいい、電子署

名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年

法律第１５３号）第２２条第１項に規定する利用者証明用電子証明書が記録され

ているものに限る。）を利用して、多機能端末機（情報システムと電気通信回線

で結合された端末機で、証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。）

により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。 

附 則 

 この条例は、平成２９年７月３１日から施行する。 
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 甲府市青少年キャンプ場条例を廃止する条例をここに公布する。 

  平成２９年６月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２６号 

   甲府市青少年キャンプ場条例を廃止する条例 

 甲府市青少年キャンプ場条例（昭和３５年１０月条例第２５号）は、廃止する。 

   附 則 

１ この条例は、平成２９年１０月１日から施行する。 

２ 議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例 

（昭和４３年３月条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第２６号までを１号 

ずつ繰り上げる。 
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 甲府市企業誘致条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年６月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２７号 

   甲府市企業誘致条例の一部を改正する条例 

 甲府市企業誘致条例（平成２１年３月条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 題名を次のように改める。 

   甲府市産業活性化支援条例 

 第１条中「を新設」を「、ホテル・旅館、観光施設及び農場等を設置」に、「振 

興」を「活性化」に改める。 

 第２条各号を次のように改める。 

 ⑴ 企業 事業を営む法人又は個人をいう。 

⑵ 工場等 工場、研究所等で規則で定める業種に適合する施設をいう。 

⑶ ホテル・旅館 ホテル又は旅館で規則で定める業種に適合する施設をいう。 

⑷ 観光施設 遊園地、動物園等で規則で定める業種に適合する施設をいう。 

⑸ 農場等 農地又は農業用施設で規則で定める業種に適合する施設をいう。 

⑹ 対象施設 第２号から前号までに掲げる施設をいう。 

⑺ 設置 自ら事業を営むために、企業が市内に新たに土地又は建物を取得し、

又は賃借することをいう。 

⑻ 常時雇用従業員 市内に住所を有する者であって、雇用保険法（昭和４９年

法律第１１６号）第４条第１項、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５

号）第９条及び健康保険法（大正１１年法律第７０号）第３条第１項に規定す

る被保険者で、常時勤務することとして雇用されるものをいう。 

⑼ 投下固定資産 対象施設においてその事業の用に供する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第３４１条に規定する家屋及び償却資産のうち、法人税法
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施行令（昭和４０年政令第９７号）第１３条第１号から第３号までに掲げる減

価償却資産（耐用年数が１年未満のもの及び取得価額が２０万円未満のものを

除く。）をいう。 

 第３条第１項中「適用地域内に工場等を新設」を「対象施設を設置」に改め、

「対し、」の次に「予算の範囲内で」を加え、同項に次のただし書を加える。 

  ただし、国又は地方公共団体の所有する土地を賃借する企業については、この

限りでない。 

 第３条第２項各号を次のように改める。 

 ⑴ 固定資産税額奨励金 

 ⑵ 水道加入金額奨励金 

 ⑶ 賃借料奨励金 

⑷ 雇用奨励金 

⑸ 農地整備奨励金 

 第４条各号列記以外の部分中「適用地域内に」を削り、「新設」を「設置」に、

「各号」を「各号に掲げる指定要件」に改め、同条第１号及び第２号中「新設」を

「設置」に改め、同条第３号中「新設する工場等の」を「設置する工場等におい

て、その設置に伴い増加する」に、「２０人」を「規則で定める人数」に改め、同

条に次の３項を加える。 

２ 市長は、ホテル・旅館を設置する企業が次の各号に掲げる指定要件のいずれに

も該当するときは、当該企業を前条に規定する奨励措置の対象者として指定する

ことができる。 

⑴ 設置するホテル・旅館が、国際観光ホテル整備法施行規則（平成５年運輸省 

令第３号）第４条又は第１７条に規定する基準を満たしていること。 

⑵ 一般社団法人甲府市観光協会に加盟している組合又は協会の構成員であるこ

と。 

⑶ 設置するホテル・旅館において、その設置に伴い増加する常時雇用従業員の 

数が、規則で定める人数以上であること。 

⑷ 納期限の到来した市税を完納していること。 

３ 市長は、観光施設を設置する企業が次の各号に掲げる指定要件のいずれにも該 

当するときは、当該企業を前条に規定する奨励措置の対象者として指定すること 
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ができる。 

⑴ 設置する観光施設に係る投下固定資産の額が、５億円以上であること。 

⑵ 設置する観光施設において、その設置に伴い増加する常時雇用従業員の数

が、規則で定める人数以上であること。 

⑶ 納期限の到来した市税を完納していること。 

４ 市長は、農場等を設置する企業が次の各号に掲げる指定要件のいずれにも該当 

するときは、当該企業を前条に規定する奨励措置の対象者として指定することが

できる。 

⑴ 設置する農場等の面積が、５，０００平方メートル以上の一団の土地である

こと。 

⑵ 設置する農場等において、その設置に伴う農地の整備（法令に基づき国、地

方公共団体その他規則で定める団体が実施する事業であって、その費用の一部

を国又は山梨県が負担するものをいう。第６条第５項において同じ。）が行わ

れていること。 

⑶ 設置する農場等において、その設置に伴い増加する常時雇用従業員の数が、

規則で定める人数以上であること。 

⑷ 納期限の到来した市税を完納していること。 

 第６条第１項中「工場等」を「対象施設」に、「操業開始日」を「操業開始」

に、「（その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるもの

とする。）の甲奨励金を予算の範囲内で」を「の固定資産税額奨励金を」に改め、

同項ただし書を削り、同条第２項中「工場等」を「対象施設」に改め、「水道加入

金（」の次に「甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第２９条

第１項に規定する水道加入金をいい、」を、「限る。」の次に「以下この項におい

て同じ。」を加え、「（その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てるものとする。）の乙奨励金を予算の範囲内で」を「の水道加入金額奨励

金を」に改め、同条第３項から第５項までを次のように改める。 

３ 市長は、指定企業に対し、対象施設に係る土地又は建物の賃借料について、３ 

年度を限度として、規則で定める基準により賃借料奨励金を交付することができ 

る。 

４ 市長は、指定企業に対し、対象施設の設置に伴い新たに雇用した常時雇用従業 
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員について、規則で定める基準により一の対象施設の設置につき１回限り雇用奨

励金を交付することができる。 

５ 市長は、指定企業に対し、農場等の設置に伴い当該企業が負担した農地の整備 

に係る費用について、規則で定める基準により農地整備奨励金を交付することが

できる。 

第６条に次の４項を加える。 

６ 前各項の奨励金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨 

てるものとする。 

７ 第１項から第５項までの規定による奨励金の交付を受けようとする指定企業 

は、当該奨励金の対象年度の翌年度の４月末日までに申請しなければならない。 

８ 指定企業が賦課された市税を納期限までに完納しないときは、第１項から第５ 

項までの規定による奨励金は交付しない。 

９ 指定企業は、奨励金の交付を受けた日の属する年度の末日から３年間、規則で

定める事項を市長に報告しなければならない。 

 第９条第１号中「各号の」を「第１項から第４項までの各号に掲げる」に改め、

同条第３号及び第４号中「工場等」を「対象施設」に改める。 

 第１１条に次の１項を加える。 

２ 指定企業は、操業開始から１０年間継続して事業を営むよう努めなければなら

ない。 

 附則に次の１項を加える。 

４ この条例は、平成３９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日まで

に行われた第５条に規定する指定の申請に係る事案については、同日後もなおそ

の効力を有する。 

附 則 

 この条例は、平成２９年７月１日から施行する。 
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 甲府市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年６月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２８号 

   甲府市都市公園条例の一部を改正する条例 

 甲府市都市公園条例（昭和３２年１２月条例第５２号）の一部を次のように改正 

する。 

 別表第２水泳プールの項中「・飛び込みプール」を削る。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年７月１日から施行する。 
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規則  
 

 甲府市職員退職手当支給条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年６月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２３号 

甲府市職員退職手当支給条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市職員退職手当支給条例施行規則（昭和６３年７月規則第３６号）の一部を

次のように改正する。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

 （条例第８条第１０項第２号に規定する規則で定める者） 

第１２条の２ 条例第８条第１０項第２号アに規定する規則で定める者のうち次の 

各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。 

⒧ 雇用保険法第２４条の２第１項第１号に掲げる者に相当する者 退職職員  

（退職した条例第１条第１項に規定する職員（同条第２項の規定により職員と 

みなされる者を含む。）をいう。以下この項において同じ。）であって、同法 

第２４条の２第１項第１号に掲げる者に該当するもの 

⑵ 雇用保険法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者 退職職員で 

あって、その者を同法第４条第１項に規定する被保険者と、その者が退職の際 

勤務していた本市の事務又は事業を同法第５条第１項に規定する適用事業とみ 

なしたならば同法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に該当するもの 

⑶ 雇用保険法第２４条の２第１項第３号に掲げる者に相当する者 退職職員で 

あって、その者を同法第４条第１項に規定する被保険者と、その者が退職の際 

勤務していた本市の事務又は事業を同法第５条第１項に規定する適用事業とみ 

なしたならば同法第２４条の２第１項第３号に掲げる者に該当するもの 

２ 条例第８条第１０項第２号イに規定する規則で定める者は、前項第２号に定め 

る者とする。 

 第９号様式中 
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「 

技 

能 

習 

得 

手 

当 

受講手当 
支 給 開 始 

月額 円  年  月  日 

特定職種 

受講手当 

支 給 開 始 

月額 円  年  月  日 

通所手当 
支 給 開 始 

月額 円  年  月  日 

                            」 

「 

 

 

 

 

 

 

 

                            」 

 第１５号様式中 

「 

 

 

 

技能 

習得 

手当 

受講 

手当 
 日  円 

特定 

職種 

受講 

手当 

 日  円 

通所 

手当 
 日  円 

                       」 

技 

能 

習 

得 

手 

当 

受講手当 
支 給 開 始 

月額 円  年  月  日 

通所手当 
支 給 開 始 

月額 円  年  月  日 

を 

 を 

に改める。  
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「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１７号様式中「に、安定所」の次に「、地方公共団体」を加える。 

 第１９号様式中 

「 

乗車（船） 

の 場 所 

        」 

「 

下車（船） 

の 場 所 

        」 

「            「 

船   賃 

距  離 運 賃 

Km   円 

  

  

  

 

 

技能 

習得 

手当 

受講 

手当 
日 円 

通所 

手当 
日 円 

を  

「 

乗車（船） 

の 場 所 

（出発空港） 

         」 

に 

を 

「 

下車（船） 

の 場 所 

（到着空港） 

         」 

に 

を 

船   賃 航 空 賃 

距 離 運 賃 距 離 運  賃  

Km   円 Km   円  

    

    

    

    

    

 

 」  

に改める。 

に改める。  
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         」 

第２０号様式中 

「 

船   賃 

距 離 運 賃 

Km   円 

  

  

  

  

  

         」 

第２１号様式中 

「 

 技 

 能 

 習 

 得 

 手 

 当 

受講手当 
日額   円 支 給 開 始 

年  月  日 

特定職種 

受講手当 

月額   円 支 給 開 始 

年  月  日 

通所手当 
月額   円 支 給 開 始 

年  月  日 

                            」 

「 

 技 

 能 

 習 

 得 

 手 

受講手当 
日額   円 支 給 開 始 

年  月  日 

通所手当 
月額   円 支 給 開 始 

を 

    

    

」 

を 

「 

船   賃 航 空 賃 

距 離 運 賃 距 離 運  賃  

Km   円  Km   円  

    

    

    

    

    

                 」 

に改める。 

に改める。 
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 当  年  月  日 

                            」 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の第１２条の２の規定は、平成２９ 

年４月１日から適用する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の 

調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 25 -



 

市立甲府病院使用料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  平成２９年６月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２４号 

   市立甲府病院使用料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則 

 市立甲府病院使用料等徴収条例施行規則（昭和３５年１１月規則第４６号）の一

部を次のように改正する。 

 別表診察、検診関係の表中 

「 

 

 

 

 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

改める。 

 

妊産婦健診料 妊産婦健診  １ 回          ６，０００円 

上記に含まれ

ない検査等  

１ 件  算定方法により算定した額 

妊婦健診料 妊婦健診  １ 回          ６，０００円 

上記に含まれ

ない検査等  

１ 件  算定方法により算定した額 

産婦健診料 産婦健診  １ 回          ６，０００円 

ただし、超音波検査を受けな

い場合は、５，０００円 

上記に含まれ

ない検査等  

１ 件  算定方法により算定した額 

を 

」 

に 

」 

を 
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附 則 

 この規則は、平成２９年７月１日から施行する。 
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 甲府市企業誘致条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年６月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２５号 

   甲府市企業誘致条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市企業誘致条例施行規則（平成２１年３月規則第７号）の一部を次のように

改正する。 

題名を次のように改める。 

  甲府市産業活性化支援条例施行規則 

第１条中「甲府市企業誘致条例」を「甲府市産業活性化支援条例」に改める。 

第２条中「第２条第３号」を「第２条第２号から第５号まで」に改める。 

第５条を削る。 

 第４条中「企業誘致奨励措置指定書」を「奨励措置指定書」に改め、同条を第５

条とする。 

 第３条中「工場等の建設に着手する前に、企業誘致奨励措置指定申請書（第１号

様式）に」を「対象施設において操業を開始する前に、奨励措置指定申請書（第１

号様式）に奨励金の種類に応じて」に改め、同条第４号中「工場等」を「対象施

設」に改め、同条第５号中「土地」を「土地建物」に改め、「売買契約書」の次に

「又は賃貸借契約書」を加え、同条第６号中「建築確認通知書」の次に「又は検査

済証」を加え、同条第７号及び第８号中「工場等」を「対象施設」に改め、同条第

９号中「の」を「（対象施設に勤務する常時雇用従業員をいう。以下同じ。）の」

に改め、同条に次の４号を加える。 

 ⑾ 条例第４条第２項第２号に規定する構成員であることが分かる書類 

⑿ 条例第４条第３項第１号に規定する投下固定資産の額が分かる書類 

⒀ 条例第４条第４項第２号に規定する農地の整備が行われていることが分かる

書類 
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⒁ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 

 第３条を第４条とし、同条の前に次の１条を加える。 

（指定要件） 

第３条 条例第４条第１項第３号の規則で定める人数は、５人とする。 

２ 条例第４条第２項第３号の規則で定める人数は、ホテルにあっては５人、旅館 

にあっては３人とする。 

３ 条例第４条第３項第２号の規則で定める人数は、３人とする。 

４ 条例第４条第４項第２号の規則で定める団体は、農地中間管理機構とする。 

５ 条例第４条第４項第２号に規定する事業において国又は山梨県が負担する費用 

は、当該事業に係る総事業費の２分の１以上とする。 

６ 条例第４条第４項第３号の規則で定める人数は、１人とする。 

第１３条を第１５条とする。 

第１２条中「企業誘致奨励金返還命令書（第１１号様式」を「奨励金返還命令書

（第１２号様式」に改め、同条を第１４条とする。 

第１１条中「企業誘致奨励措置指定取消通知書（第１０号様式」を「奨励措置指

定取消通知書（第１１号様式」に改め、同条を第１３条とする。 

第１０条中「企業誘致奨励措置指定企業地位承継承認書（第９号様式」を「奨励

措置指定企業地位承継承認書（第１０号様式」に改め、同条を第１２条とする。 

 第９条中「企業誘致奨励措置指定企業地位承継届出書（第８号様式」を「奨励措

置指定企業地位承継届出書（第９号様式」に改め、同条を第１１条とする。 

 第８条中「企業誘致奨励措置指定申請内容変更届出書（第６号様式」を「奨励措

置指定申請内容変更届出書（第７号様式」に、「企業誘致奨励措置事業（廃止・休

止・縮小）届出書（第７号様式」を「奨励措置事業（廃止・休止・縮小）届出書

（第８号様式」に改め、同条を第１０条とし、同条の前に次の１条を加える。 

（状況の報告） 

第９条 条例第６条第９項の規則で定める事項は、経営状況及び常時雇用従業員の 

雇用状況とする。 

２ 前項に規定する事項は、状況報告書（第６号様式）により、市長が指定する日 

までに報告するものとする。 

 第７条中「企業誘致奨励金交付請求書」を「奨励金交付請求書」に、「企業誘致
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奨励金交付決定通知書」を「奨励金交付決定通知書」に改め、同条を第８条とす

る。 

 第６条中「に規定する」を「第４項の」に、「企業誘致奨励金交付決定通知書」

を「奨励金交付決定通知書」に改め、同条を第７条とし、同条の前に次の１条を加

える。 

 （奨励金の交付） 

第６条 条例第６条第３項の規則で定める基準は、各年度の賃借料に１０分の５を 

乗じて得た額とし、その限度額は５００万円とする。 

２ 条例第６条第４項の規則で定める基準は、指定を受けた日から最初の交付申請 

を行う日までに新たに雇用した常時雇用従業員であって当該交付申請の日に在職

しているもの１人につき、採用日において４０歳未満の者については２０万円、

４０歳以上の者については１５万円とし、その限度額は１，０００万円とする。 

３ 条例第６条第５項の規則で定める基準は、農地の整備を行った際に指定企業が 

負担した額から、その整備に要した総事業費に１０分の１を乗じて得た額を差し

引いた額とする。 

４ 条例第６条第７項の規定による奨励金の交付の申請は、奨励金交付申請書（第 

３号様式）に、奨励金の種類に応じて次に掲げる書類を添えて行わなければなら

ない。 

⑴ 固定資産税の納税証明書又は領収書の写し 

⑵ 水道加入金の領収書の写し 

⑶ 奨励措置指定書の写し 

⑷ 土地建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書及び領収書の写し 

⑸ 建築確認通知書（変更の場合に限る。）及び検査済証の写し 

⑹ 常時雇用従業員の名簿、住民票、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書及

び健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し 

⑺ 市税の滞納がないことを証する書類 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 

附則に次の１項を加える。 

４ この規則は、平成３９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日まで 

に行われた条例第５条に規定する指定の申請に係る事案については、同日後もな
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おその効力を有する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

対象施設  大分類  中分類、小分類等 

工場等  Ｅ―製造業  ０９―食料品製造業から３２―その他の

製造業まで 

Ｇ―情報通信業  ３７―通信業から４１―映像・音声・文

字情報制作業まで 

Ｈ―運輸業、郵便業  ４３―道路旅客運送業、４４―道路貨物

運送業、４７―倉庫業及び４８―運輸に

附帯するサービス業 

Ｉ―卸売業、小売業  ５０―各種商品卸売業から５５―その他

の卸売業まで 

Ｌ―学術研究、専門  

・技術サービス業  

７１―学術・開発研究機関 

ホテル・旅館  Ｍ―宿泊業、飲食サ

ービス業  

７５―宿泊業の小分類７５１―旅館、ホ

テル 

観光施設  

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ―生活関連サービ

ス業、娯楽業  

８０―娯楽業の小分類８０５―公園、遊

園地のうち８０５２―遊園地（地上高

４０メートル以上の眺望を楽しむことを

専用の目的に設置された展望施設を含

む。）及び８０５３―テーマパーク 

Ｏ―教育、学習支援

業  

８２―その他の教育、学習支援業の小分

類８２１―社会教育のうち８２１４―動

物園、植物園、水族館 

農場等  Ａ―農業、林業  ０１―農業 

第１号様式から第５号様式までを次のように改める。 
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第１号様式（第４条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

                申請者 所在地 

                    名 称 

                    代表者氏名          ㊞ 

                    （個人にあっては、住所及び氏名） 

                    電話番号 

 

             奨励措置指定申請書 

奨励措置の対象者の指定を受けたいので、甲府市産業活性化支援条例第５条第１ 

項の規定により、次のとおり申請します。 

対象施設 

名称 

所在地                         

業種  

規模 敷地面積      ㎡ 延床面積        ㎡ 

常時雇用従業員数                  人 

土地建物の取得年月

日又は賃借年月日 
         年   月   日 

操業開始予定日          年   月   日 

 添付書類 

１ 法人の登記事項証明書（個人にあっては、住民票の写し） 

２ 定款又はこれに準ずる書類 

３ 企業の概要を明らかにする書類 

４ 対象施設の用途及び概要を明らかにする書類 
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５ 土地建物の売買契約書又は賃貸借契約書の写し 

６ 建築確認通知書又は検査済証の写し 

７ 対象施設の敷地の位置図、配置図その他必要な図面 

８ 対象施設の建物の配置図、平面図その他必要な図面 

９ 常時雇用従業員の雇用計画書 

１０ 市税の滞納がないことを証する書類 

  １１ 条例第４条第２項第２号に規定する構成員であることが分かる書類 

１２ 条例第４条第３項第１号に規定する投下固定資産の額が分かる書類 

１３ 条例第４条第４項第２号に規定する農地の整備が行われていることが分

かる書類 

１４ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 
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第２号様式（第５条関係） 

                               第     号 

                              年  月  日 

 

              様 

 

                     甲府市長         印 

 

奨励措置指定書 

     年  月  日付けで申請のあった奨励措置の対象者について、甲府市 

産業活性化支援条例第５条第２項の規定により、次のとおり指定します。 

対象施設 

名称 

所在地 

業種  

指定年月日      年   月   日 

奨励措置期間 

⑴ 固定資産税額奨励金      年度 ～   年度 

⑵ 水道加入金額奨励金      年度 

⑶ 賃借料奨励金         年度 ～   年度 

⑷ 雇用奨励金          年度 

⑸ 農地整備奨励金        年度 

※ 常時雇用従業員の自己都合による退職や偶発的な事由による退職により、対

象施設の設置に伴い増加する常時雇用従業員の要件を満たさなくなった場合

は、その数の常時雇用従業員を速やかに採用すること。 
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第３号様式（第６条関係） 

                             年  月  日 

（あて先）甲府市長           

                 申請者 所在地 

                     名 称 

                     代表者氏名         ㊞   

                     （個人にあっては、住所及び氏名） 

                     電話番号 

 

奨励金交付申請書 

    年度分奨励金の交付を受けたいので、甲府市産業活性化支援条例第６条第

７項の規定により、次のとおり申請します。 

対象施設 

名称 

所在地 

固定資産税額奨励金 

                       円 

固定資産税の額                円 

水道加入金額奨励金 

                       円 

水道加入金      円×5/10＝       円 

賃借料奨励金 

                       円 

土地建物の賃貸料の額             円 

雇用奨励金 

                       円 

40歳未満   人× 200,000 円＝        円 

40歳以上   人× 150,000 円＝        円 

農地整備奨励金 

                       円 

農地の整備の総事業費             円 

指定企業が負担した額             円 

合   計                        円 

 ※ 各奨励金における１，０００円未満の金額は、切り捨てるものとする。 
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添付書類 

１ 固定資産税の納税証明書又は領収書の写し 

２ 水道加入金の領収書の写し 

３ 奨励措置指定書の写し 

４ 土地建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書及び領収書の写し 

５ 建築確認通知書（変更の場合に限る。）及び検査済証の写し 

６ 常時雇用従業員の名簿、住民票、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書及

び健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し 

７ 市税の滞納がないことを証する書類 

８ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 
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第４号様式（第７条関係） 

                             第     号 

                             年  月  日 

   

  

             様 

 

 

                 甲府市長           印 

 

 

奨励金交付決定通知書 

    年  月  日付けで申請のあった   年度分奨励金について、甲府市

産業活性化支援条例施行規則第７条の規定により、次のとおり決定したので通知し

ます。 

 
 

奨
励
金
交
付
決
定
額 

固定資産税額奨励金                円 

水道加入金額奨励金              円    

賃借料奨励金                円 

雇用奨励金                円 

農地整備奨励金                円 

合 計                円 

※ 常時雇用従業員の自己都合による退職や偶発的な事由による退職により、対

象施設の設置に伴い増加する常時雇用従業員の要件を満たさなくなった場合

は、その数の常時雇用従業員を速やかに採用すること。 
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第５号様式（第８条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長         

 

                 請求者 所在地 

                     名 称 

                     代表者氏名         ㊞  

                     （個人にあっては、住所及び氏名） 

 

奨励金交付請求書 

    年  月  日付け      第   号で交付の決定のあった   年度分奨

励金について、甲府市産業活性化支援条例施行規則第８条第１項の規定により、次

のとおり請求します。 

奨励金交付請求額 

                      円 

内 訳 

⑴ 固定資産税額奨励金           円 

⑵ 水道加入金額奨励金           円  

⑶ 賃借料奨励金              円  

⑷ 雇用奨励金               円  

⑸ 農地整備奨励金             円  

 添付書類 

  当該年度分の奨励金交付決定通知書の写し 
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 第１１号様式中「第１２条関係」を「第１４条関係」に、「企業誘致奨励金返還

命令書」を「奨励金返還命令書」に、「企業誘致奨励金に」を「奨励金に」に、

「甲府市企業誘致条例」を「甲府市産業活性化支援条例」に、「対象工場等」を

「対象施設」に、 

 

                       円 

内訳 

⑴ 甲奨励金                円 

⑵ 乙奨励金                円 

 

  

                       円 

内訳 

⑴ 固定資産税額奨励金           円 

 ⑵ 水道加入金額奨励金           円 

 ⑶ 賃借料奨励金              円 

 ⑷ 雇用奨励金               円 

 ⑸ 農地整備奨励金             円 

 

様式を、第１２号様式とする。 

 第１０号様式中「第１１条関係」を「第１３条関係」に、「企業誘致奨励措置指

定取消通知書」を「奨励措置指定取消通知書」に、「企業誘致奨励措置の」を「奨

励措置の」に、「甲府市企業誘致条例」を「甲府市産業活性化支援条例」に、「対

象工場等」を「対象施設」に改め、同様式を第１１号様式とする。 

 第９号様式中「第１０条関係」を「第１２条関係」に、「企業誘致奨励措置指定

企業地位承継承認書」を「奨励措置指定企業地位承継承認書」に、「企業誘致奨励

措置指定企業の」を「奨励措置指定企業の」に、「甲府市企業誘致条例」を「甲府

市産業活性化支援条例」に、「対象工場等」を「対象施設」に、 

 

⑴ 甲奨励金     年度 ～   年度 

を  

」  

「  

「  

」  

に改め、同 

「  

を  
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⑵ 乙奨励金     年度 

 

 

⑴ 固定資産税額奨励金    年度 ～    年度 

⑵ 水道加入金額奨励金    年度  

⑶ 賃借料奨励金       年度 ～    年度 

⑷ 雇用奨励金        年度  

⑸ 農地整備奨励金      年度  

 

様式を第１０号様式とする。 

 第８号様式中「第９条関係」を「第１１条関係」に、「企業誘致奨励措置指定企

業地位承継届出書」を「奨励措置指定企業地位承継届出書」に、「甲府市企業誘致

条例」を「甲府市産業活性化支援条例」に、「対象工場等」を「対象施設」に、

「土地及び建物の登記事項証明書」を「土地建物の登記事項証明書又は賃貸借契約

書の写し」に改め、同様式を第９号様式とする。 

 第７号様式中「第８条関係」を「第１０条関係」に、「企業誘致奨励措置事業 

（廃止・休止・縮小）届出書」を「奨励措置事業（廃止・休止・縮小）届出書」

に、「工場等」を「対象施設」に、「甲府市企業誘致条例」を「甲府市産業活性化

支援条例」に改め、同様式を第８号様式とする。 

 第６号様式中「第８条関係」を「第１０条関係」に、「企業誘致奨励措置指定申

請内容変更届出書」を「奨励措置指定申請内容変更届出書」に、「企業誘致奨励措

置指定申請書」を「奨励措置指定申請書」に、「甲府市企業誘致条例」を「甲府市

産業活性化支援条例」に改め、同様式を第７号様式とし、同様式の前に次の１様式

を加える。 

 

」  

「  

」  

に改め、同 
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第６号様式（第９条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長           

  

                 申請者 所在地 

                     名 称 

                     代表者氏名         ㊞   

                     （個人にあっては、住所及び氏名） 

                      

 

                状況報告書 

    年  月  日付け   第  号で交付の決定のあった甲府市産業活性

化支援条例に基づく奨励金について、同条例第６条第９項の規定により、次のとお

り報告します。 

 

１ 奨励金の種別 

奨励措置指定書の文書番号  

奨励金の種類 対象年度 奨励金交付額 

              円 

              円 

              円 

 

２ 担当者連絡先 

氏 名  

所 属  

電話番号  

メールアドレス  

添付書類 

１ 常時雇用従業員の名簿 

２ 決算書 

３ 市税の滞納がないことを証する書類 

４ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 
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   附 則 

 この規則は、平成２９年７月１日から施行する。 
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規程  
 

甲府市規程第５号 

 職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２９年６月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する規程 

職員の勤務時間に関する規程（平成元年４月規程第５号）の一部を次のように改

正する。 

第３条中「職員」の次に「又は特別の理由があると認める職員」を加える。 

   附 則 

この規程は、平成２９年７月１日から施行する。 
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告示 
 

                          甲府市告示第２６７号  

 

 平成２９年６月甲府市議会定例会を平成２９年６月８日午後１時、甲府市丸の内

一丁目１８番１号甲府市議会議場に招集する。  

 

  平成２９年６月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                         甲府市告示第２６８号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成２９年６月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        平成２８年度固定資産税（土地家屋）第１期督促状 

             平成２８年度固定資産税（土地家屋）第３期督促状  

             平成２８年度固定資産税（土地家屋）第４期督促状  

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課  
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甲府市告示第２６９号  

 

地方自治法第２４３条の３第１項並びに甲府市「財政事情」の作成及び公表に関

する条例第４条第１項の規定により、甲府市一般会計、甲府市国民健康保険事業特

別会計、甲府市交通災害共済事業特別会計、甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会

計、甲府市土地区画整理事業用地先行取得事業特別会計、甲府市介護保険事業特別

会計、甲府市古関・梯町簡易水道事業特別会計、甲府市農業集落排水事業特別会

計、甲府市簡易水道等事業特別会計、甲府市後期高齢者医療事業特別会計及び甲府

市浄化槽事業特別会計の平成２８年度下半期の財政状況を別紙のとおり公表する。 

 

  平成２９年６月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第２７０号  

 

地方公営企業法第４０条の２の規定並びに甲府市「財政事情」の作成及び公表に

関する条例第４条第１項の規定により、甲府市地方卸売市場事業会計、甲府市病院

事業会計、甲府市下水道事業会計及び甲府市水道事業会計の平成２８年度下半期の

業務の状況を別紙のとおり公表する。  

 

平成２９年６月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第２７１号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申込書

及び企画提案書の提出を招請する。 

 

  平成２９年６月５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

  開府５００年を契機とするＶＲコンテンツ（甲府城下）開発等業務 

２ 業務概要 

本市の歴史的な節目となる開府５００年を迎えるにあたり、誘客促進をはじ  

め、郷土愛を醸成する学校教育や生涯学習の教材、高齢者等の健康づくりなど、

幅広い分野で活用ができるツールとして、３００年前（江戸時代【柳沢時代】）の

甲府城下などをＣＧ（コンピュータグラフィックス）にて再現し、「こうふ」でな

ければ実体験することができない新しいコンテンツ（ＶＲコンテンツ）の開発等

を行うため、開府５００年を契機とするＶＲコンテンツ開発等業務を委託する。 

ついては、公募型プロポーザル方式により、優れた提案を広く求め、価格評価

のみならず、プロポーザル内容等を総合的に判断し、最も優れたプロポーザルを

行った事業者を本業務委託の優先交渉権者とする。 

３ 履行期間 

  契約締結の日から平成３０年３月３１日までとする。 

４ 参加資格要件 

  本手続に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１）本市の物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者であり、業務委託を

的確に遂行するに足りる能力、当該業務遂行に必要な技術及び、組織、人員体制

を有している者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であって

その役員が暴力団員でないこと。 

（４）本業務委託の公告の日から契約締結の日までの期間に、「甲府市物品供給（入

札等）制度要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続等及び民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続等開始の申立てがなされてい

る者でないこと。 

（６）直近１年間の国税及び地方税に滞納がない者であること。 

（７）本業務と同等以上のＶＲコンテンツの開発等の業務に携わった実績を有する

者であること。 
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５ 手続等 

（１）開府５００年を契機とするＶＲコンテンツ（甲府城下）開発等業務委託公募

型プロポーザル実施要領（以下｢公募型プロポーザル実施要領」という。）等の

配布 

公募型プロポーザル実施要領、仕様書、各種様式等は、甲府市のホームペー

ジにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

（２）提出方法等 

   参加申込書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポー

ザル実施要領を参照すること。 

６ 連絡先 

  甲府市企画部企画総室企画課 

  甲府市丸の内一丁目１８番１号 

  ＴＥＬ：０５５－２３７－５２８９ 

  ＦＡＸ：０５５－２２０－６９３８ 

  電子メールアドレス：seisaku@city.kofu.lg.jp 
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                          甲府市告示第２７２号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成２９年６月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （建築）５３号 

工事名 貢川小学校給食室増改築（建築主体）工事 

工事場所 甲府市貢川本町８番１号 

工事概要 

１ 工事内容 

構造：鉄骨造 

規模：平屋建て 延べ面積 ３０４㎡ 

既存建具改修工事、外構工事他 

２ 工期 平成３０年２月２０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１３３，６３５，９６０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 建築一式 Ａ 特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の新築、改築、増築工事等。

ただし、１件の工事請負額が、 

６，６００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１４年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ 近接工事 

平成２９年５月１５日告示（（建築） 

１６号貢川小学校校舎リニューアル 

（建築主体）工事）の落札者は、本工 
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事の落札者となることはできません。 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅰ） 

２ 加算点の満点 ２０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成２９年６月６日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成２９年６月１５日 

３ 申請書受付開始日 平成２９年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成２９年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２９年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成２９年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成２９年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２９年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２９年６月２２日 

10 入札日時 
平成２９年６月２９日 

午前１０時 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成２９年７月４日 

12 開札日時 
平成２９年７月１０日 

午前１０時 

13 落札者決定日 平成２９年７月１１日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２９年６月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２９年６月２７日 

価格以外の 

評価に関す 

１ 質問 平成２９年７月６日まで 

２ 回答 平成２９年７月７日 
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る照会 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成２９年７月７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２９年６月１日 

改正）） 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２７３号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２９年６月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （電気）１９号 

工事名 旧堀田家住宅大規模修繕（電気設備）工事 

工事場所 甲府市大手三丁目３７３５－１、－２ 

工事概要 

１ 工事内容 

構造：（主屋） 木造平屋建て 

（長屋門）木造平屋建て 

（離れ４）木造平屋建て 

規模：（主屋） 延床面積 １７５．７４㎡、 

（長屋門）延床面積  ９５．２２㎡、 

（離れ４）延床面積  １１．７６㎡、 

用途：地域資料館 

電気設備工事 

・電灯設備 ・コンセント設備 ・構内交換設備 

・構内情報設備通信網設備 ・呼出設備 

・構内線路設備 ・撤去工事 

２ 工期 平成３１年２月２８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１１，３１５，１６０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 電気 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の電気設備工事。ただし、 

１件の工事請負額が５００万円以上 

の実績に限る。 

元請として平成１４年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成２９年６月６日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２９年６月１５日 

３ 申請書受付開始日 平成２９年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成２９年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２９年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成２９年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成２９年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２９年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２９年６月２２日 

10 入札及び開札日時 
平成２９年６月２９日 

午前１０時５０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２９年６月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２９年６月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２９年６月１日 

改正）） 

支払条件 前金払 請求できる 
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中間前金払 請求できる 

年度支払限度額 
平成２９年度 ７，９２０，７２０円 

平成３０年度 残金 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２７４号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２９年６月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （電気）５１号 

工事名 大里小学校校舎リニューアルⅠ期（電気設備）工事 

工事場所 甲府市大里町３７８５番地２ 

工事概要 

１ 工事内容 

⑩－１棟、⑬－１、２棟 

鉄筋コンクリート造３階建て 計２，１８９㎡ 

電気設備工事一式 

１ 普通教室・廊下等改修（１０－１棟） 

２ トイレ改修（１０－１棟） 

３ 普通教室・廊下等改修（１３－１、２棟） 

４ トイレ改修（１３－１、２棟） 

２ 工期 平成２９年１０月２０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１２，８６７，１２０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 電気 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の電気設備工事。ただし、 

１件の工事請負額が６００万円以上 

の実績に限る。 

元請として平成１４年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 １ 入札説明書等配付開始日 平成２９年６月６日 
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２ 入札説明書等配付締切日 平成２９年６月１５日 

３ 申請書受付開始日 平成２９年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成２９年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２９年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成２９年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成２９年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２９年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２９年６月２２日 

10 入札及び開札日時 
平成２９年６月２９日 

午前１０時４０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２９年６月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２９年６月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２９年６月１日 

改正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 

 

- 58 -



                          甲府市告示第２７５号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２９年６月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （電気）５２号 

工事名 新田小学校校舎リニューアルⅠ期（電気設備）工事 

工事場所 甲府市新田町１２番２８号 

工事概要 

１ 工事内容 

鉄筋コンクリート造４階建て 計２，４０８㎡ 

電気設備工事 

１ 動力設備 

２ 電灯設備 

３ 放送設備 

２ 工期 平成２９年１０月２０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１０，１２７，１６０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 電気 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の電気設備工事。ただし、 

１件の工事請負額が５００万円以上 

の実績に限る。 

元請として平成１４年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 
１ 入札説明書等配付開始日 平成２９年６月６日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２９年６月１５日 
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３ 申請書受付開始日 平成２９年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成２９年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２９年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成２９年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成２９年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２９年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２９年６月２２日 

10 入札及び開札日時 
平成２９年６月２９日 

午前１１時 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２９年６月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２９年６月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２９年６月１日 

改正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２７６号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２９年６月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （管）２５号 

工事名 旧堀田家住宅大規模修繕（機械設備）工事 

工事場所 甲府市大手三丁目３７３５－１、－２ 

工事概要 

１ 工事内容 

１）給水設備工事 一式 

２）給湯設備工事 一式 

３）衛生器具設備工事 一式 

４）排水設備工事 一式 

５）ガス設備工事 一式 

６）換気設備工事 一式 

７）空調設備工事 一式 

８）既存撤去工事 一式 

２ 工期 平成３１年２月２８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２４，９９４，４４０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 管 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。ただし、 

１件の工事請負額が１，２００万円 

以上の実績に限る。 

元請として平成１４年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 
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日程 

1 入札説明書等配付開始日 平成２９年６月６日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２９年６月１５日 

３ 申請書受付開始日 平成２９年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成２９年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２９年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成２９年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成２９年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２９年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２９年６月２２日 

10 入札及び開札日時 
平成２９年６月２９日 

午前１１時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２９年６月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２９年６月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２９年６月１日 

改正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

年度支払限度額 平成２９年度 １４，９９０，４００円 
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平成３０年度 残金 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２７７号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成２９年６月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （管）５４号 

工事名 貢川小学校給食室増改築（機械設備）工事 

工事場所 甲府市貢川本町８番１号 

工事概要 

１ 工事内容 

構造：鉄骨造 

規模：平屋建て 延べ面積 ３０４㎡ 

１．給排水衛生設備   一式 

２．都市ガス設備    一式 

３．冷暖房・換気設備  一式 

４．消臭設備      一式 

２ 工期 平成３０年２月２０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
３９，７７５，３２０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 管 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。ただし、 

１件の工事請負額が、１，９００万円 

以上の実績に限る。 

元請として平成１４年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 
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５ 近接工事 

平成２９年５月２４日告示（（管） 

４２号貢川小学校校舎リニューアル 

（機械設備）工事）の落札者は、本工 

事の落札者となることはできません。 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成２９年６月６日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成２９年６月１５日 

３ 申請書受付開始日 平成２９年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成２９年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２９年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成２９年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成２９年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２９年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２９年６月２２日 

10 入札日時 
平成２９年６月２９日 

午前１０時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成２９年７月４日 

12 開札日時 
平成２９年７月１０日 

午前１０時１０分 

13 落札者決定日 平成２９年７月１１日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 
１ 質問 

平成２９年６月２６日 

午後５時まで 
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説明 ２ 回答 平成２９年６月２７日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成２９年７月６日まで 

２ 回答 平成２９年７月７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成２９年７月７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２９年６月１日 

改正）） 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 

 

- 66 -



                          甲府市告示第２７８号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２９年６月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）５６号 

工事名 市道舗装工事（２９－２） 

工事場所 甲府市中町地内 外 

工事概要 

１ 工事内容 

施工延長 Ｌ＝ ４８０．５ｍ 

舗装工  Ａ＝３１５０．０㎡ 

付帯工  一式 

２ 工期 平成２９年９月２９日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１６，７１８，４００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

元請として平成１４年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成２９年６月６日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２９年６月１５日 

３ 申請書受付開始日 平成２９年６月６日 
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４ 申請書受付締切日 
平成２９年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２９年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成２９年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成２９年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２９年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２９年６月２２日 

10 入札及び開札日時 
平成２９年６月２９日 

午前１１時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２９年６月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２９年６月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２９年６月１日 

改正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２７９号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  平成２９年６月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第２８０号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申込

及び企画提案を募集する。 

 

平成２９年６月７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

  ごみ分別アプリ（仮称）作成等業務委託 

２ 業務概要 

  市民がごみの分別方法、収集日を容易に把握できるようにすることにより、

更なるごみの減量及び資源の有効活用を実現するため、ごみ分別アプリ（仮称）

を作成、保守、運用し、市民の利用に供するものである。 

市民向けのアプリとして、甲府市に特化した内容が求められることから、優

れた操作性や、デザイン力の要素も含めた企画提案を募集し、一定の基準で評

価・選考する公募型プロポーザルを実施する。 

３ 履行期間 

  契約締結日から平成３０年３月３１日（土）までとする。 

４ 参加資格条件 

  本手続きに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の 

 規定のいずれかにも該当しないこと。 

（２） 会社再生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく再生手続き等 

 及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続 

 き等開始の申し立てがなされてないこと。 

（３） 本市の指名停止を受けている者でないこと。 

（４） 市税の滞納がない者であること。 

（５） 本人（法人にあってはその役員）が、暴力団員による不当な行為 

 の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に 

 規定する暴力団員でないこと。 

５ 手続き等 

（１） ごみ分別アプリ（仮称）作成等業務公募型プロポーザル実施要領（以下「公

募型プロポーザル実施要領」という。）等の配布。公募型プロポーザル実施

要領、仕様書及び各種様式等は、甲府市ホームページにて公表するので、

適宜ダウンロードすること。 

（２） 参加申込書の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポー

ザル実施要領を参照すること。 

６ 連絡先 

  甲府市環境部廃棄物対策室減量課（担当：長田、望月） 

- 70 -



〒４００－０８３１ 甲府市上町６０１－４ 

電話 ０５５－２４１－４３２７ 

FAX   ０５５－２４１－６１９０ 

E-mail gomigen@city.kofu.lg.jp 
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甲府市告示第２８１号 

   公売公告兼見積価額公告 

国税徴収法第９５条及び同法第９９条の規定により、次のとおり差押財産の公売

及び見積価額を公告する。 

 

  平成２９年６月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

公 売 財 産 

別紙「公売財産、公売保証金及び見積価額」のとおり 公 売 保 証 金 

見 積 価 額 

公 売 方 法 入 札 

公売日時 

入札 
平成２９年７月１１日（火） 

午後１時３０分から午後２時００分まで 

開札 平成２９年 7 月１１日（火）午後２時０１分 

公 売 場 所 
山梨県笛吹市石和町広瀬７８５番地 

東八代合同庁舎 ３階大会議室 

売却決定の日時 平成２９年７月１８日（火）午前１０時００分 

売却決定の場所 
山梨県甲府市丸の内１丁目１８番１号 

甲府市市民部収納管理室滞納整理課 

買受代金納期限 平成２９年７月１８日（火）午後３時００分 

買受人について

の資格その他の

要件 

この公売公告に違反した者、または国税徴収法第９２条の規定

に該当する者、及び同法第１０８条第１項の規定に該当する者

は、公売財産を買受けることができません。  

そ の 他 別紙「その他の事項」のとおり 

配当を受ける者

の権利の申出に

ついて 

 この公売財産の換価代金について配当を受けることができる質

権、抵当権、先取特権または留置権等を有する者は、売却決定を

する日の前日までに債権現在額申立書により、その内容を市長あ

てに申し出てください。 

 なお、債権現在額申立書の用紙は、甲府市市民部収納管理室滞

納整理課に用意してあります。 
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                          甲府市告示第２８２号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成２９年６月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市古上条町字楚婦１９３番１６の一部、２０６番１、２０６番４から 

２０６番７まで、２１０番１、２１０番３から２１０番８まで、２１４番３ 

及び２１４番４ 

以上１５筆及び道 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に備え

置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市国母八丁目３１番８号 

   有限会社北宝エステート 

   代表取締役 寳福 由秀 
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                          甲府市告示第２８３号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２９年６月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本  市民発第７０６号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第２８４号  

 

 次の国民健康保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）  

に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため国民健康保険法（昭  

和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  平成２９年６月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        国民健康保険料過誤納金還付充当通知書 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課 
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                          甲府市告示第２８５号  

 

 次の国民健康保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）  

に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため国民健康保険法（昭  

和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示をする。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  平成２９年６月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 書類名       平成２６年度国民健康保険料第９期分督促状 

平成２８年度国民健康保険料第５期分督促状 

平成２８年度国民健康保険料第６期分督促状  

平成２８年度国民健康保険料第７期分督促状  

平成２８年度国民健康保険料第８期分督促状  

平成２８年度国民健康保険料過年１１期分督促状 

平成２８年度国民健康保険料第９期分督促状 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市市民部収納管理室収納課 
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甲府市告示第２８６号  

 

 次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため国民健康保険法（昭和  

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成２９年６月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名         平成２６年度甲府市国民健康保険料納入通知書  

              兼決定通知書 

              平成２９年度甲府市国民健康保険料納入通知書  

              兼変更通知書 

２ 送達を受けるべき者   別紙のとおり 

３ 保管場所        甲府市役所市民部市民総室国民健康保険課  
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                          甲府市告示第２８７号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の２５の規定による指定介護

予防訪問介護相当サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、甲府市介

護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第

１号）第１０の規定により公示する。 

 

  平成２９年６月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０８０１０８８ 

２ 事業所の名称       訪問介護 鈴の音  

３ 事業所の所在地      中巨摩郡昭和町河西１０３ 

４ 当該事業所の申請者    有限会社 鈴の音 

代表取締役 深澤 孝枝 

５ サービスの種類      介護予防訪問介護相当サービス 

６ 廃止年月日        平成２９年６月１日 
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                          甲府市告示第２８８号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５の規定による指定地域密着

型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の１１の規

定により公示する。 

 

  平成２９年６月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０８００８０９ 

２ 事業所の名称       グループホームだんらん 

３ 事業所の所在地      中央市乙黒２４７－１ 

４ 当該事業所の申請者    医療法人 正寿会 

               理事長 大久保 幹夫 

５ サービスの種類      （介護予防）認知症対応型共同生活介護 

６ 廃止年月日        平成２９年５月３１日 
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                          甲府市告示第２８９号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５の規定による指定地域密着

型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の１１の規

定により公示する。 

 

  平成２９年６月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９９１８０００１０ 

２ 事業所の名称       介護付有料老人ホーム リブス笛吹 

３ 事業所の所在地      笛吹市御坂町成田２４７７－１ 

４ 当該事業所の申請者    有限会社 本陣 

               代表取締役 眞 敏昭 

５ サービスの種類      地域密着型特定施設入居者生活介護 

６ 廃止年月日        平成２８年３月１６日 

 

- 80 -



                          甲府市告示第２９０号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５の規定による指定地域密着

型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の１１の規

定により公示する。 

 

  平成２９年６月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０８００２２１ 

２ 事業所の名称       グループホーム敷島荘   

３ 事業所の所在地      甲斐市大久保１３５１ 

４ 当該事業所の申請者    社会福祉法人 清長会 

理事長 小田切 正貴 

５ サービスの種類     （介護予防）認知症対応型共同生活介護 

６ 廃止年月日        平成２８年９月１２日 
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甲府市告示第２９１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成２９年６月１５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第４００号 

（２）業務名称     城南中学校通学橋 橋梁点検業務委託 

（３）履行期間     契約締結日の翌日から平成２９年１０月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に認定を受けている本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）国又は地方公共団体等が行う道路橋の点検業務を受託し、山梨県橋梁点検要

領（平成２３年４月）に従い本委託業務と同様の点検業務を履行した実績を

有する者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要 

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指  

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  
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３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成２９年６月１５日（木）～平成２９年６月２３日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成２９年６月２３日（金）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２９年６月１５日（木）～平成２９年６月２３日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成２９年６月２３日（金）については、午後３時００分まで 

イ 場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２９年７月１０日（月） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎７階 会議室７－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる  

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 
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（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に  

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２９２号  

 

甲府市自転車等の放置の防止に関する条例（平成２５年９月条例第２４号）第  

１１条第２項、第３項及び第１２条第１項の規定により、自転車等放置禁止区域の

自転車を撤去し、保管したので、同条例第１２条第２項及び甲府市自転車駐車場条

例施行規則（平成２５年９月規則第２８号）第７条の規定により、次のとおり告示

する。 

 

  平成２９年６月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所  

     甲府駅北口信号北東 

２ 撤去し、保管した自転車の型式等  

   別紙のとおり 

３ 保管した日 

     平成２９年５月１５日 

４ 返還の申出場所 

     市民部市民協働室消費生活課 

     交通安全係 電話番号 ０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

     甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場 

６ 返還時に持参する物 

     住所・氏名を確認できるもの・自転車等の鍵 

     撤去保管料（自転車１，０００円・原動機付自転車２，０００円） 
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甲府市告示第２９３号  

 

甲府市自転車等の放置の防止に関する条例（平成２５年９月条例第２４号）第  

１１条第２項、第３項及び第１２条第１項の規定により、自転車等放置禁止区域の

自転車を撤去し、保管したので、同条例第１２条第２項及び甲府市自転車駐車場条

例施行規則（平成２５年９月規則第２８号）第７条の規定により、次のとおり告示

する。 

 

  平成２９年６月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所  

     山交北側歩道 

     甲府駅南口郵便局前      

２ 撤去し、保管した自転車の型式等  

   別紙のとおり 

３ 保管した日 

     平成２９年５月２２日 

４ 返還の申出場所 

     市民部市民協働室消費生活課 

     交通安全係 電話番号 ０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

     甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場 

６ 返還時に持参する物 

     住所・氏名を確認できるもの・自転車等の鍵 

     撤去保管料（自転車１，０００円・原動機付自転車２，０００円） 
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                          甲府市告示第２９４号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成２９年６月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市大里町字南耕地３６４７番１から３６４７番６まで、３６４８番１ 

及び３６４８番３から３６４８番５まで 

以上１０筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に 

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市大里町３６７７番地 

   降矢 きよ子 
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甲府市告示第２９５号 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定

による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる

特定個人情報の提供等に関する省令（平成２６年総務省令第８５号）第４９条第１

項の規定により、平成２９年６月９日から特定個人情報の提供の求め等に係る電子

計算機の設置等関連事務を地方公共団体情報システム機構に委任したので同条第３

項の規定により告示する。 

なお、本市に設置されている執行機関から同機構への同事務の委任も含む。  

 

  平成２９年６月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第２９６号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成２９年６月１６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （業務委託）第４１１号 

（２）業務名称      南庁舎樹木整枝剪定業務委託 

（３）履行期間      平成２９年７月１４日から平成３０年２月２８日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者とする。 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「種苗・造園」 

で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成２９年６月１６日（金）～平成２９年６月２７日（火） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部総務総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２９年６月１６日（金）～平成２９年６月２７日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部総務総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２９年７月１４日（金） 午後１時３０分 

（２）場 所 甲府市役所入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎６階 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２入札参加

資格に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定め

られた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札

者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２９７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成２９年６月１６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （業務委託）第４１２号 

（２）業務名称      平成２９年度本庁舎空調・衛生設備保守点検業務委託 

（３）履行期間      平成２９年７月１４日から平成３０年３月９日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者とする。 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「調理機器」及 

び「建物管理」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成２９年６月１６日（金）～平成２９年６月２７日（火） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部総務総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２９年６月１６日（金）～平成２９年６月２７日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部総務総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２９年７月１４日（金） 午後２時００分 

（２）場 所 甲府市役所入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎６階 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２入札参加

資格に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定め

られた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札

者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 

- 94 -



甲府市告示第２９８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成２９年６月１６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （業務委託）第４１４号 

（２）業務名称       平成２９年度本庁舎ガス空調機保守点検業務委託 

（３）履行期間       平成２９年７月１４日から平成３０年３月９日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者とする。 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「調理機器」及 

び「建物管理」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成２９年６月１６日（金）～平成２９年６月２７日（火） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部総務総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２９年６月１６日（金）～平成２９年６月２７日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部総務総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２９年７月１４日（金） 午後２時３０分 

（２）場 所 甲府市役所入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎６階 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２入札参加

資格に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定め

られた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札

者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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                          甲府市告示第２９９号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５の規定による指定地域密着

型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の１１の規

定により公示する。 

 

  平成２９年６月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０２００１２５ 

２ 事業所の名称       愛の家グループホーム山梨小原西 

３ 事業所の所在地      山梨市小原西６４１－７ 

４ 当該事業所の申請者    メディカル・ケア・サービス株式会社 

              代表取締役社長 山本 教雄 

５ サービスの種類     （介護予防）認知症対応型共同生活介護 

６ 廃止年月日        平成２２年４月３０日 
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                          甲府市告示第３００号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により、都市計

画を変更するので、同条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定によ  

り、次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について、縦覧期間満了の日までに甲府市に意見書

を提出することができる。 

 

  平成２９年６月１９日 

                 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 都市計画の種類  甲府都市計画公園 ３・３・４号羽黒公園、 

４・４・１号北西公園の変更（廃止） 

２ 都市計画の変更に  縦覧に供する図書に明示する部分 

  係る土地の区域   

３ 縦 覧 場 所  甲府市 建設部 まち開発室 都市計画課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号甲府市役所本庁舎７階 

４ 縦 覧 期 間  平成２９年６月１９日から 

平成２９年７月３日まで 

            ただし縦覧場所の開所時間は、土・日曜日を除く  

午前８時３０分から午後５時１５分までとする。  

５ 意見書の提出先  甲府市 建設部 まち開発室 都市計画課 

６ 意見書の提出方法  直接持参又は郵送 

７ 意見書の提出期限  平成２９年７月３日 午後５時１５分 

８ 都市計画案の概要  案の概要については省略し、甲府市建設部まち開発室  

都市計画課において縦覧に供する。  
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                          甲府市告示第３０１号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により、都市計

画を変更するので、同条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定によ  

り、次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について、縦覧期間満了の日までに甲府市に意見書

を提出することができる。 

 

  平成２９年６月１９日 

                 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 都市計画の種類  甲府都市計画施設甲府市ごみ処理施設の変更（廃止） 

２ 都市計画の変更に  縦覧に供する図書に明示する部分 

  係る土地の区域 

３ 縦 覧 場 所  甲府市 建設部 まち開発室 都市計画課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号甲府市役所本庁舎７階 

４ 縦 覧 期 間  平成２９年６月１９日から 

平成２９年７月３日まで 

            ただし縦覧場所の開所時間は、土・日曜日を除く  

午前８時３０分から午後５時１５分までとする。  

５ 意見書の提出先  甲府市 建設部 まち開発室 都市計画課 

６ 意見書の提出方法  直接持参又は郵送 

７ 意見書の提出期限  平成２９年７月３日 午後５時１５分 

８ 都市計画案の概要  案の概要については省略し、甲府市建設部まち開発室  

都市計画課において縦覧に供する。  
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                          甲府市告示第３０２号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定により、都市計

画を決定するにあたり、同法第１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当

該都市計画の案の図書を公衆の縦覧に供する。  

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに甲府市に意見書を提

出することができる。 

 

  平成２９年６月１９日 

                 

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 都市計画の種類   甲府都市計画地区計画 

            機械金属工業団地（２）地区地区計画 

２ 都市計画を定め   縦覧に供する図書に明示する部分  

  る土地の区域 

３ 縦 覧 場 所   甲府市 建設部 まち開発室 都市計画課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号甲府市役所本庁舎７階  

４ 縦 覧 期 間   平成２９年 ６月１９日から 

平成２９年 ７月 ３日まで 

ただし縦覧場所の開所時間は、土・日曜日を除く  

午前８時３０分から午後５時１５分までとする。  

５ 意見書の提出先   甲府市 建設部 まち開発室 都市計画課 

６ 意見書の提出方法  直接持参又は郵送 

７ 意見書の提出期限  平成２９年７月３日 午後５時１５分 

８ 都市計画案の概要  案の概要については省略し、甲府市建設部まち開発室  

都市計画課において縦覧に供する。  
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甲府市告示第３０３号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、回収できないため、甲府市国民健康保険条例施

行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告

示する。 

 

  平成２９年６月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

２ 世帯主住所並びに被保険者氏名及び記号番号    別紙のとおり 
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甲府市告示第３０４号  

 

平成２９年６月１６日付け甲府市告示第２９７号の内容に係る訂正について、次

のとおり告示する。 

 

平成２９年６月２０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

記 

訂正する内容 

甲府市告示第２９７号の業務名称「平成２９年度本庁舎空調・衛生設備保守点検

業務委託」に係る一般競争入札の告示を次のとおり訂正する。 

【訂正前】 

２ 入札参加資格 

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「調理機器」及

び「建物管理」で登録されている者であること。  

【訂正後】 

２ 入札参加資格 

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「調理機器」又

は「建物管理」で登録されている者であること。  
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甲府市告示第３０５号  

 

平成２９年６月１６日付け甲府市告示第２９８号の内容に係る訂正について、次

のとおり告示する。 

 

平成２９年６月２０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

記 

訂正する内容 

甲府市告示第２９８号の業務名称「平成２９年度本庁舎ガス空調機保守点検業務

委託」に係る一般競争入札の告示を次のとおり訂正する。 

【訂正前】 

２ 入札参加資格 

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「調理機器」及

び「建物管理」で登録されている者であること。  

【訂正後】 

２ 入札参加資格 

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「調理機器」又

は「建物管理」で登録されている者であること。  
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甲府市告示第３０６号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２９年６月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第７８０号 

（２）物件名   玉諸小学校家庭科室調理台 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「事

務用品」又は「家具」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２９年６月２０日（火）～平成２９年７月３日（月）  
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２９年６月２０日（火）～平成２９年７月３日（月）  

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２９年７月１４日（金） 午前１１時２０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第３０７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２９年６月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第７７９号 

（２）物件名   湯田小学校家庭科室調理台 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「事

務用品」又は「家具」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２９年６月２０日（火）～平成２９年７月３日（月）  
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２９年６月２０日（火）～平成２９年７月３日（月）  

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２９年７月１４日（金） 午前１１時１０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第３０８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２９年６月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第７７８号 

（２）物件名   西中学校理科室実験台 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「事

務用品」又は「家具」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２９年６月２０日（火）～平成２９年７月３日（月） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２９年６月２０日（火）～平成２９年７月３日（月）  

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２９年７月１４日（金） 午前１１時 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第３０９号  

 

甲府市環境保全条例（平成２２年条例第２５号）第１８条第１項の規定により路

上喫煙禁止区域を指定したので、同条例第１８条第３項の規定により告示する。 

 

  平成２９年６月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 路上喫煙禁止区域の名称 

  甲府駅周辺 

２ 路上喫煙禁止区域の範囲 

（１）甲府駅南口（丸の内１丁目・２丁目、中央２丁目の一部）  

    道路 

    ・一般県道中下条甲府線の一部 

    ・甲府市道舞鶴公園北通り線の一部  

    ・甲府市道紅梅北通り線の一部 

    ・主要地方道甲府韮崎線の一部  

    施設 

    ・甲府駅南口駅前広場 

    ・信玄公像広場 

    ・送迎駐車場 

    ・甲府駅南口第１自転車駐車場  

・甲府駅南口第２自転車駐車場  

    ・舞鶴城公園 

（２）甲府駅北口（丸の内１丁目、北口１丁目・２丁目、朝日１丁目の一部）  

道路 

    ・甲府市道北口駅前広場線の全線 

    ・甲府市道水門日向線の一部 

    ・甲府市道富士見中線の一部 

    ・甲府市甲府駅周辺土地区画整理２号線の一部  

    ・甲府市甲府駅周辺土地区画整理３号線の全線  

    ・甲府市甲府駅周辺土地区画整理５号線の一部  

・甲府市甲府駅周辺土地区画整理６号線の一部  

・甲府市甲府駅周辺土地区画整理７号線の全線  

    ・甲府市甲府駅周辺土地区画整理９号線の全線  

    ・甲府市甲府駅周辺土地区画整理１０号線の一部  

    ・甲府市甲府駅周辺土地区画整理２４号線の全線  

    施設 

・甲府駅北口駅前広場 

・甲府駅北口多目的広場（藤村記念館・公衆便所を含む）  
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    ・甲府市歴史公園 

    ・甲府市歴史公園駐車場 

・甲府駅北口第１駐車場 

・甲府駅北口第２駐車場 

・甲府駅北口第１自転車駐車場  

・甲府駅北口第２自転車駐車場  

 （３）甲府駅南口・北口共通 

道路 

    ・主要地方道甲府山梨線の一部  

     （舞鶴陸橋及び甲府市道舞鶴公園北通り線に降下する部分を含む）  

３ 路上喫煙禁止区域指定期日 

  平成２９年８月９日 
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                          甲府市告示第３１０号  

 

 次の無効である介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例  

施行規則（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により告示する。  

 

  平成２９年６月２０日 

 

                 甲府市長  樋 口  雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号並びに住所及び氏名     別紙のとおり 

- 116 -



                          甲府市告示第３１１号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２９年６月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        充当通知書  市民発第１００４号 

             配当計算書  市民発第１００５号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第３１２号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、平成２９年６月市議会定例会におい

て議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

平成２９年６月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 平成２９年度甲府市一般会計補正予算（第１号）  

 平成２９年６月２１日 原案可決 
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                          甲府市告示第３１３号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２９年６月２１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）５８号 

工事名 道路改良工事（市道 塔岩沢山宮線） 

工事場所 甲府市平瀬町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

施工延長 Ｌ＝１９３．２ｍ（水道道含） 

計画幅員（市道） Ｗ＝５．０ｍ 

 場所打擁壁工（小型擁壁） Ｌ＝２６．２ｍ 

 石・ブロック積工（路側ブロック積擁壁） 

 Ｌ＝４６．３ｍ 

 側溝工（自由勾配側溝） Ｌ＝１２．７ｍ 

 集水桝工 Ｎ＝１箇所 

 付帯工 １式 

 アスファルト舗装工（下層路盤工） 

 Ａ＝２９２．０㎡ 

 アスファルト舗装工（上層路盤工） 

 Ａ＝２９２．０㎡ 

アスファルト舗装工（表層工） 

 Ａ＝２９２．０㎡ 

 コンクリート舗装工（路盤工） 

Ａ＝５３９．０㎡ 

コンクリート舗装工（表層工） 

Ａ＝５３９．０㎡ 

路側防護柵工（ガードレール） 

Ｌ＝２６．０ｍ 

２ 工期 平成２９年１２月２２日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２０，００１，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 １ 本店所在地 甲府市内 
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格 ２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等。ただし、１件の工事請 

負額が１，０００万円以上の実績に 

限る。 

元請として平成１４年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成２９年６月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２９年６月３０日 

３ 申請書受付開始日 平成２９年６月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成２９年６月３０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２９年７月６日 

６ 設計図書配付開始日 平成２９年６月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成２９年７月７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２９年６月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２９年７月７日 

10 入札及び開札日時 
平成２９年７月１８日 

午前９時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２９年７月１２日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２９年７月１３日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 
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入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０/１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２９年６月１日 

改正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市告示第３１４号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成２９年６月２１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （電気）８３号 

工事名 甲府市環境センター管理棟他改修（電気設備）工事 

工事場所 甲府市上町６０１番地４ 

工事概要 

１ 工事内容 

１．構内配電線路工事 

２．受変電設備工事 

３．幹線設備工事 

４．動力設備工事 

５．電灯コンセント設備工事 

６．構内交換設備工事 

７．拡声設備工事 

８．トイレ呼出設備工事 

９．電気時計設備工事 

１０．火災報知設備工事 

１１．網戸設置工事 

２ 工期 平成３０年２月２８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
６１，２５６，５２０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 電気 Ａ  

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の電気設備工事。ただし、 

１件の工事請負額が、３，０００万円 

以上の実績に限る。 

元請として平成１４年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 
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績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型（Ⅱ） 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成２９年６月２１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成２９年６月３０日 

３ 申請書受付開始日 平成２９年６月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成２９年６月３０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２９年７月６日 

６ 設計図書配付開始日 平成２９年６月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成２９年７月７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２９年６月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２９年７月７日 

10 入札日時 
平成２９年７月１８日 

午前９時 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成２９年７月２１日 

12 開札日時 
平成２９年７月２７日 

午前９時 

13 落札者決定日 平成２９年７月２８日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２９年７月１２日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２９年７月１３日 
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価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成２９年７月２５日まで 

２ 回答 平成２９年７月２６日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成２９年７月２６日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０/１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２９年６月１日 

改正）） 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３１５号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２９年６月２１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （電気）８４号 

工事名 貢川小学校給食室増改築（電気設備）工事 

工事場所 甲府市貢川本町８番１号 

工事概要 

１ 工事内容 

構造：鉄骨造、平屋建て 

規模：延べ面積 ３０４㎡ 

１．幹線設備工事 

２．動力設備工事 

３．電灯コンセント設備工事 

４．電話設備工事 

５．拡声設備工事 

６．テレビ共同受信設備工事 

７．インターホン設備工事 

８．ガス漏れ、自動火災報知設備工事 

９．機械警備配管設備工事 

２ 工期 平成３０年２月２０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１５，３１１，１６０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 電気 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の電気設備工事。ただし、 

１件の工事請負額が７００万円以上 

の実績に限る。 

元請として平成１４年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ 近接工事 

平成２９年４月２１日告示（（電気 

）１号貢川小学校受変電設備改修工 

事）の落札者は、本工事の入札に参 

加することはできません。 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成２９年６月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２９年６月３０日 

３ 申請書受付開始日 平成２９年６月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成２９年６月３０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２９年７月６日 

６ 設計図書配付開始日 平成２９年６月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成２９年７月７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２９年６月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２９年７月７日 

10 入札及び開札日時 
平成２９年７月１８日 

午前９時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２９年７月１２日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２９年７月１３日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０/１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 
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低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２９年６月１日 

改正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市告示第３１６号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成２９年６月２１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （管）６９号 

工事名 甲府市環境センター管理棟設備他改修（機械設備）工事 

工事場所 甲府市上町６０１番地４ 

工事概要 

１ 工事内容 

１．屋外給水設備工事 

２．屋内給水設備工事 

３．屋外排水設備工事 

４．屋内排水設備工事 

５．給湯設備工事 

６．衛生器具設備工事 

７．ガス設備工事 

８．冷暖房設備工事 

９．換気設備工事 

１０．撤去工事 

１１．設備付帯工事 

２ 工期 平成３０年２月２８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１４９，３２０，８００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 管 Ａ 特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。ただし、 

１件の工事請負額が、７，４００万円 

以上の実績に限る。 

元請として平成１４年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 
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績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅰ） 

２ 加算点の満点 ２０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成２９年６月２１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成２９年６月３０日 

３ 申請書受付開始日 平成２９年６月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成２９年６月３０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２９年７月６日 

６ 設計図書配付開始日 平成２９年６月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成２９年７月７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２９年６月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２９年７月７日 

10 入札日時 
平成２９年７月１８日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成２９年７月２１日 

12 開札日時 
平成２９年７月２７日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 平成２９年７月２８日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 
１ 質問 

平成２９年７月１２日 

午後５時まで 
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説明 ２ 回答 平成２９年７月１３日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成２９年７月２５日まで 

２ 回答 平成２９年７月２６日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成２９年７月２６日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０/１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２９年６月１日 

改正）） 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３１７号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２９年６月２１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）７５号 

工事名 農道舗装工事（Ｈ２９－１） 

工事場所 甲府市下今井町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

アスファルト舗装工 Ａ＝２，６９０．０㎡ 

区画線工    １式 

構造物撤去工  １式 

２ 工期 平成２９年１０月２日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１４，０６１，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

元請として平成１４年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成２９年６月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２９年６月３０日 

３ 申請書受付開始日 平成２９年６月２１日 
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４ 申請書受付締切日 
平成２９年６月３０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２９年７月６日 

６ 設計図書配付開始日 平成２９年６月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成２９年７月７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２９年６月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２９年７月７日 

10 入札及び開札日時 
平成２９年７月１８日 

午前９時５０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２９年７月１２日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２９年７月１３日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０/１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２９年６月１日 

改正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市告示第３１８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の  

１件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２９年６月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第６４１号 

（２）物件名   貢川小学校給食室備品パススルー冷蔵庫他 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２９年６月２２日（木）～平成２９年７月６日（木） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２９年６月２２日（木）～平成２９年７月６日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２９年７月２１日（金） 午後１時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第３１９号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２９年６月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第６４２号 

（２）物件名   貢川小学校給食室備品靴消毒保管庫他 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２９年６月２２日（木）～平成２９年７月６日（木） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２９年６月２２日（木）～平成２９年７月６日（木）  

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２９年７月２１日（金） 午後１時４０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第３２０号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２９年６月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第６４３号 

（２）物件名   貢川小学校給食室備品移動台（ドライ用）他 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２９年６月２２日（木）～平成２９年７月６日（木） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２９年６月２２日（木）～平成２９年７月６日（木）  

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２９年７月２１日（金） 午後１時５０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第３２１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２９年６月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第７５３号 

（２）物件名   非常用備蓄食糧（乾燥米） 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店を有する者であること。  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」 

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。  

（７）市税の滞納がない者であること。 

（８）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２９年６月２２日（木）～平成２９年７月６日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 
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（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２９年６月２２日（木）～平成２９年７月６日（木）  

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２９年７月２１日（金） 午後２時 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 
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（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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                          甲府市告示第３２２号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送したとこ

ろ返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国税徴収法（昭和３４年４月

２０日法律 第１４７号）第５４条の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

平成２９年６月２３日 

 

甲府市長 樋口 雄一 

 

１ 書 類 名   差押調書謄本 

２ 発 送 日   別紙のとおり 

３ 返 戻 日   別紙のとおり 

４ 通 知 者   別紙のとおり（３件） 

５ 保管場所   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市 市民部 市民総室 国民健康保険課 
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甲府市告示第３２３号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ  

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

平成２９年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   和田町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
山 嵜 久仁夫 窪 田  久 

代表者 

住 所 
甲府市西田町２番地６８ 甲府市和田町７６２番地２ 

 

３ 変更年月日  平成２９年３月１９日 
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甲府市告示第３２４号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

平成２９年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   高畑一丁目飯豊自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
萩 原 真 人 土 屋 勇 三 

代表者 

住 所 
甲府市高畑一丁目６番１４号 甲府市高畑一丁目９番１３号 

 

３ 変更年月日  平成２９年４月１日 
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甲府市告示第３２５号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ  

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

平成２９年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   小松町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
村 田 英 世 堀 井  昇 

代表者 

住 所 
甲府市小松町３５３番地３ 甲府市小松町４０８番地  

 

３ 変更年月日  平成２９年４月１日 
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甲府市告示第３２６号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

平成２９年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   西下条自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
伊 藤 光 三 吉 岡 重 文 

代表者 

住 所 
甲府市西下条町８１０番地１ 甲府市西下条町４２０番地１  

 

３ 変更年月日  平成２９年３月２５日 
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甲府市告示第３２７号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

平成２９年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   東下条町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
窪 田 良 平 蔦 木 和 人 

代表者 

住 所 
甲府市東下条町４７番地 甲府市東下条町６５番地７ 

 

３ 変更年月日  平成２９年４月１日 
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甲府市告示第３２８号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

平成２９年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   和田平自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
前 嶋 徳 男 清 水 光 明 

代表者 

住 所 
甲府市城東三丁目１番１４号 甲府市城東三丁目１１番１３号  

 

３ 変更年月日  平成２９年３月３０日 
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甲府市告示第３２９号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

平成２９年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   朝気一丁目自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
山 本 秀 樹 雨 宮  久 

代表者 

住 所 
甲府市朝気一丁目８番１９号 甲府市朝気一丁目１番１２号  

 

３ 変更年月日  平成２９年４月２１日 
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甲府市告示第３３０号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

平成２９年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   西田町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
窪 島 正 己 塩 谷 元 由 

代表者 

住 所 
甲府市西田町３番７号 甲府市西田町２番３５号 

 

３ 変更年月日  平成２９年４月２日 
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甲府市告示第３３１号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

平成２９年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   古上条自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
窪 田 克 一 武 井 今朝夫 

代表者 

住 所 
甲府市古上条町２５５番地４ 甲府市古上条町３９８番地８ 

 

３ 変更年月日  平成２９年４月９日 
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甲府市告示第３３２号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

平成２９年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   中町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
久 保 嶋  徹 三 浦 三 千 男 

代表者 

住 所 
甲府市中町４３６番地 甲府市中町１番地３ 

 

３ 変更年月日  平成２９年４月１日 
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甲府市告示第３３３号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

平成２９年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   上今井町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
市 村 辰 彰 青 木 千 昌 

代表者 

住 所 
甲府市上今井町２３０６番地 甲府市上今井町２５７３番地  

 

３ 変更年月日  平成２９年４月２９日 
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甲府市告示第３３４号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

平成２９年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   白木町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
赤 澤 洋 夫 保 坂 芳 勝 

代表者 

住 所 
甲府市朝日四丁目６番１２号 甲府市朝日五丁目７番２６号  

 

３ 変更年月日  平成２９年３月２８日 
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甲府市告示第３３５号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

平成２９年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   山宮ハイタウン自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
雨 宮 英 人 前 田 博 幸 

代表者 

住 所 

甲府市山宮町 

３３７１番地５０５ 

甲府市山宮町 

３３７１番地４３０ 

 

３ 変更年月日  平成２９年５月１４日 
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甲府市告示第３３６号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

平成２９年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   新青沼自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
蔵 田 賀 節 浅 川 英 機 

代表者 

住 所 
甲府市丸の内 2 丁目１０番１２ 甲府市丸の内２丁目９番７  

 

３ 変更年月日  平成２９年５月２７日 
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甲府市告示第３３７号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

平成２９年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   下石田東部自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
山 崎  登 大 間  勲 

代表者 

住 所 
甲府市国母一丁目８番１号 甲府市古国母二丁目２番１２号 

 

３ 変更年月日  平成２９年４月２２日 
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                          甲府市告示第３３８号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条第１項の規定により、次のと

おり公聴会を開催する。なお、公聴会に出席して意見を述べようとするものは、書

面により意見書を提出しなければならない。  

 

  平成２９年６月２６日 

                 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１．聴こうとする案件 

  甲府都市計画施設市場の変更案について 

２．開催日時及び場所 

平成２９年７月２４日（月）午後７時 

  甲府地方卸売市場 ２階 会議室 

３．縦覧場所 

  甲府市 建設部 まち開発室 都市計画課 

  甲府市丸の内１丁目１８－１ 

４．縦覧期間 

  平成２９年６月２６日（月）から 

平成２９年７月１０日（月）まで 

但し、縦覧場所の開所時間は、土・日曜日を除く通常勤務時間（午前８時 

３０分から午後５時１５分まで）とする。 

５．意見書の提出先 

  甲府市 建設部 まち開発室 都市計画課 

  甲府市丸の内１丁目１８－１ 

６．意見書の提出方法 

  直接持参又は郵送すること。 

７．意見書の提出期限 

  平成２９年７月１０日（月）午後５時１５分 

８．都市計画の案の概要 

  案の概要については省略し、甲府市建設部まち開発室都市計画課において縦覧

に供する 

９．その他必要な事項 

  意見書が提出されない場合は、公聴会の開催を中止する。  
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                          甲府市告示第３３９号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条第１項の規定により、次のと

おり公聴会を開催する。なお、公聴会に出席して意見を述べようとするものは、書

面により意見書を提出しなければならない。  

 

  平成２９年６月２６日 

                 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１．聴こうとする案件 

  甲府都市計画用途地域の変更案について 

２．開催日時及び場所 

平成２９年７月２４日（月）午後７時 

  甲府地方卸売市場 ２階 会議室 

３．縦覧場所 

  甲府市 建設部 まち開発室 都市計画課 

  甲府市丸の内１丁目１８－１ 

４．縦覧期間 

  平成２９年６月２６日（月）から 

平成２９年７月１０日（月）まで 

但し、縦覧場所の開所時間は、土・日曜日を除く通常勤務時間（午前８時 

３０分から午後５時１５分まで）とする。 

５．意見書の提出先 

  甲府市 建設部 まち開発室 都市計画課 

  甲府市丸の内１丁目１８－１ 

６．意見書の提出方法 

  直接持参又は郵送すること。 

７．意見書の提出期限 

  平成２９年７月１０日（月）午後５時１５分 

８．都市計画の案の概要 

  案の概要については省略し、甲府市建設部まち開発室都市計画課において縦覧

に供する 

９．その他必要な事項 

  意見書が提出されない場合は、公聴会の開催を中止する。  
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                          甲府市告示第３４０号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条第１項の規定により、次のと

おり公聴会を開催する。なお、公聴会に出席して意見を述べようとするものは、書

面により意見書を提出しなければならない。  

 

  平成２９年６月２６日 

                 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１．聴こうとする案件 

  甲府都市計画特別用途地区の変更案について 

２．開催日時及び場所 

平成２９年７月２４日（月）午後７時 

  甲府地方卸売市場 ２階 会議室 

３．縦覧場所 

  甲府市 建設部 まち開発室 都市計画課 

  甲府市丸の内１丁目１８－１ 

４．縦覧期間 

  平成２９年６月２６日（月）から 

平成２９年７月１０日（月）まで 

但し、縦覧場所の開所時間は、土・日曜日を除く通常勤務時間（午前８時 

３０分から午後５時１５分まで）とする。 

５．意見書の提出先 

  甲府市 建設部 まち開発室 都市計画課 

  甲府市丸の内１丁目１８－１ 

６．意見書の提出方法 

  直接持参又は郵送すること。 

７．意見書の提出期限 

  平成２９年７月１０日（月）午後５時１５分 

８．都市計画の案の概要 

  案の概要については省略し、甲府市建設部まち開発室都市計画課において縦覧

に供する 

９．その他必要な事項 

  意見書が提出されない場合は、公聴会の開催を中止する。  

- 163 -



                          甲府市告示第３４１号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２９年６月２７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        充当通知書 市民発第８６３号 

             配当計算書 市民発第８６４号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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 甲府市告示第３４２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。   

  

平成２９年６月２８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （業務委託）第４４１号 

（２）業務名称       甲府市環境センター消防設備点検業務委託 

（３）履行期間       契約締結日から平成３０年３月１６日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「ポン

プ・防災用品・消火器」で登録されている者であること。  

（３）本委託を遂行するための有資格者（仕様書で定める消防設備点検資格者、若

しくは消防設備士）を雇用していること。 

（４）仕様書で定める業務を自社で一括して請負うことができること。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 
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（１０）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成２９年６月２８日（水）～平成２９年７月７日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

（２）配付場所 甲府市環境部環境総室総務課 

甲府市上町６０１番地４（甲府市環境センター管理棟１階） 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２９年６月２８日（水）～平成２８年７月７日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

イ 場所 甲府市環境部環境総室総務課 

甲府市上町６０１番地４（甲府市環境センター管理棟１階）  

電話０５５－２４１－４３１１ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２９年７月２８日（金） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市環境センター管理棟３階「大会議室」 

甲府市上町６０１番地４ 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                          甲府市告示第３４３号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成２９年６月２８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市中町字大カサ４７２番７、４７２番８、４７３番９、４７３番２６ 

  及び上今井町字八反田１５２６番５ 

   以上５筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市高畑三丁目３番３号 

   片川 惠美子 
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                          甲府市告示第３４４号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成２９年６月２８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市上町字明石２４４５番８   

以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市下曽根町１４１９番地 

   海 野  英 次 
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                          甲府市告示第３４５号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成２９年６月２８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市高室町字柿ノクネ５８３番１、５８３番６から５８３番８まで、 

５８７番６、５８７番８及び６１９番３ 

以上７筆及び道 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   南アルプス市小笠原２２１５番地  

   レフィナード１０１号室 

   山 田    歩 

   甲府市高室町６１９番地３ 

   石 原  隆 次 
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                          甲府市告示第３４６号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成２９年６月２８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市向町字扇田３７０番１   

以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市中町４２１番地１ 

   サウスプレイス１０２ 

長 田  正 志 
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甲府市告示第３４７号  

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申込書

及び企画提案書の提出を招請する。 

 

平成２９年６月３０日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 業務概要等  

（１）業 務 名 甲府市遊亀公園・附属動物園整備計画（原案）作成業務（以下

「対象業務」という。）  

（２）業務場所 甲府市遊亀公園及び第２駐車場隣接地 

（３）履行期間 契約締結日から平成３０年３月３０日 

（４）業務内容 甲府市遊亀公園・附属動物園整備計画（原案）作成業務 

２ 業務概要 

甲府市遊亀公園及び附属動物園の再整備にあたっては、都市型動物園の課題への

対応とともに、動物の飼育・繁殖などの専門機能の維持・向上に努め、市街地に位

置する山梨県内唯一の動物園を併設する公園として、市街地の活性化に寄与できる

施設として整備しなければならない。 

これらの課題に取り組む上では、地域における諸課題を整理する中で、子育て世

代を中心としたワークショップを開催し、この世代のニーズやマインド（志向）を

確認する事で「こども最優先のまち」創りに繋げるとともに、持続可能な動物園を

目指し、動物飼育環境の改善や、動物のエンリッチメント等を踏まえた展示手法を

具体的に検討し、公園整備方針を定め一体的な整備による遊亀公園全体の魅力向上

が重要である。 

こうしたことから、高度な専門性、企画力、豊富な知識と適切な業務執行能力を

有する事業者を「公募型プロポーザル」方式により選考し、甲府市遊亀公園・附属

動物園整備計画（原案）を策定するため、必要となる調査・検討を行う。 

３ 参加資格要件 

本業務に参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている単独企業と

する。なお、協力会社の参加を認める。 

（１）甲府市の入札参加資格登録者であること。 

（２）過去１０年（平成１９年度～２８年度）以内に、国又は地方公共団体が実施

した次に掲げる業務の元請による履行実績を有すること（履行中のものを除

く）。 

ア 「日本動物園水族館協会に加盟している動物園施設」の基本設計業務、実施

設計業務の履行実績をそれぞれ１件、合計２件以上有すること。 

イ 「３ha 以上の都市公園施設」における基本設計業務、実施設計業務の履行

実績をそれぞれ１件、合計２件以上有すること。 

ウ 「日本動物園水族館協会に加盟している動物園施設」又は「３ha 以上の都
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市公園施設」における市民参加型ワークショップの履行実績を 1 件以上有する

こと。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってはその役員が暴力団員でないこと。 

（５）公告の日以降に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていないこ

と。 

（６）公告の日の６月前の日以降に手形及び小切手の不渡りを出した者でないこ

と。  

（７）公告の日の２年前の日以降に不渡りによる取引停止処分を受けている者でな

いこと。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号） に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立てがな

されている者でないこと。 

（９）税の滞納がない者であること。 

４ 企画提案書の提出者を選定するための基準 

（１）参加表明者の経験及び能力。 

（２）当該業務の実施体制（再委託又は技術協力を含む）。 

（３）配置予定技術者の経験及び能力、手持ち業務の状況。 

５ 企画提案書を特定するための基準 

（１）参加表明者の経験及び能力。 

（２）当該業務の実施体制（再委託又は技術協力を含む）。 

（３）配置予定技術者の経験及び能力 

  配置予定の技術者の経験、同種又は類似業務の実績、担当した業務の実績。 

（４）業務の実施方針、業務フロー、工程表、その他 

  業務の理解度、実施方針妥当性、実施手順及び工程計画の妥当性。 

（５）テーマに関する企画提案及び見積書 

６ 実施要項・仕様書等の配布期間、場所及び方法 

（１）配布期間 平成２９年６月３０日（金）～７月１８日（火） 

           （この期間の土曜日、日曜日、祝日を除く） 

午前９時～午後５時  

（２）配布場所 甲府市建設部まち保全室公園緑地課 

甲府市宝二丁目８番１９号 

電話０５５－２２３－６１０１ 

（３）配布方法 直接配布とし、郵送又は伝送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。 

７ 実施要項・仕様書に関する質問の受付及び回答方法 

（１）受付期間 平成２９年６月３０日（金）～平成２９年７月７日（金） 
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（この期間の土曜日、日曜日を除く） 

午前９時～午後５時  

（２）提出先（送信先） 

甲府市建設部まち保全室公園緑地課 

甲府市宝二丁目８番１９号 

メールアドレス tosikoen@city.kofu.lg.jp 

※送信後、電話により受信確認を行うこと。郵送は不可。 

（３）回答方法 平成２９年７月１３日（木）までに甲府市ホームページに掲載す

る予定。 

８ 参加表明書の提出期限並びに提出先及び方法 

（１）提出期限 平成２９年７月１９日（水）まで 土曜日、日曜日、祝日を除く  

午前９時～午後５時  

（２）提 出 先 〒４００－００３４山梨県甲府市宝二丁目８番１９号 

甲府市建設部まち保全室公園緑地課 

甲府市宝二丁目８番１９号 

電話０５５－２２３－６１０１ 

（３）提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。）とする。なお、郵送にて提出す

る場合は、電話にて書類到着の確認すること。 

（４）企画提案書の提出資格の有無の通知  

参加表明書等を提出した者が５者を超える場合は、参加表明書等の審査を行

い、評価の合計点が高いものから企画提案書等の提出者として５者を選定す

る。なお、評価の合計点が同点となった提出者は全て選定するものとする。 

ア 通知方法 選定された者には、電子メール及びＦＡＸにより通知する。 

選定されなかった者には、文書にて通知する。 

イ 通知日時 平成２９年７月２０日（木）（予定） 

９ 企画提案書の提出期限並びに提出先及び方法 

（１）提出期限 平成２９年７月２５日（火）午後５時まで 土曜日、日曜日、祝

日を除く  

（２）提 出 先 〒４００－００３４山梨県甲府市宝二丁目８番１９号 

甲府市建設部まち保全室公園緑地課 

甲府市宝二丁目８番１９号 

電話０５５－２２３－６１０１ 

（３）提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。）とする。なお、郵送にて提出す

る場合は、電話にて書類到着の確認すること。 

１０ 審査会における事業者（優先交渉権者）の選定方法 

優先交渉権者の決定にあたっては「甲府市遊亀公園・附属動物園整備計画

（原案）作成業務受託者選考審査会」を設置し、事業者のプレゼンテーションによ 

る審査を実施する中で、提案内容を総合的に判断し、最優秀提案（優先交渉権

者）１件と優秀提案（次点交渉権者）１件を選考する。 

１１ プレゼンテーション審査の日時及び場所 

（１）日   時 平成２９年８月２日（水） 
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（2）場   所  甲府市役所本庁舎 （詳細は別途通知する。） 

１２ 審査の無効 

この公告に示した参加資格要件のない者が行った提案、提出書類又は資料等に

虚偽の記載をした者の行った提案及び審査に関する条件に違反した提案は無効と

する。なお、企画提案書の提出資格の確認を受けた者であっても、審査時におい

て３に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った提案は無効とする。 

１３ 事業者の決定方法（優先交渉権者との協議） 

優先交渉権者は、甲府市と仕様並びに価格等について協議を行い、甲府市の

決定を受けることにより受託事業者となる（企画提案書の内容は、協議の過程で

変更・修正する場合がある）。ただし、優先交渉権者と協議が整わない場合若し

くは、契約締結前に、参加資格を失うなどによって失格となった場合は、次点交

渉権者と協議を行うものとする。 

また、参加申込者が１者の場合であっても審査を実施し、その提案内容が審査

基準を満たすと認められる場合は、その事業者を交渉権者として選考し、同様の

協議を行う。 

１４ その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約保証金は、免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）参加表明及び企画提案に係わる説明は行わない。 

（５）災害などにより、不測の事態が生じた場合は、この公告に関する手続きを延

期することがある。 

（６）その他この公告にない事項については、実施要項による。  
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                          甲府市告示第３４８号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、  

いつでも交付する。 

 

  平成２９年６月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        充当通知書 市民発第１１１１号 

             配当計算書 市民発第１１１２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第３４９号  

 

 平成２９年度の甲府市国民健康保険条例（昭和３４年３月条例第９号。以下「条

例」という。）第１４条第１項に規定する一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率

及び第１３条の２第１項に規定する基礎賦課額から減額する額、第１４条の５の５

第１項に規定する一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率及び第

１３条の２第４項において準用する同条第１項に規定する後期高齢者支援金等賦課

額から減額する額並びに第１４条の９第１項に規定する介護納付金賦課額の保険料

率及び第１３条の２第５項において準用する同条第１項に規定する介護納付金賦課

額から減額する額を、第１４条第３項（第１３条の２第３項において準用する場合

を含む。）、第１４条の５の５第３項（第１３条の２第４項において準用する場合を

含む。）及び第１４条の９第３項（第１３条の２第５項において準用する場合を含

む。）の規定により告示する。 

 

  平成２９年６月３０日 

 

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 条例第１４条第１項第１号の所得割          １００分の８．４９ 

２ 条例第１４条第１項第２号の被保険者均等割        ２４，３００円 

３ 条例第１４条第１項第３号の世帯別平等割  

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯     ２４，５００円 

    （２） 特定世帯                  １２，２５０円 

    （３） 特定継続世帯                １８，３７０円 

４ 条例第１３条の２第１項第１号アに規定する額       １７，０１０円 

５ 条例第１３条の２第１項第１号イに規定する額 

    （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯     １７，１５０円 

    （２） 特定世帯                   ８，５７５円 

（３） 特定継続世帯                １２，８５９円 

６ 条例第１３条の２第１項第２号アに規定する額       １２，１５０円 

７ 条例第１３条の２第１項第２号イに規定する額  

    （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯     １２，２５０円 

（２） 特定世帯                   ６，１２５円 

（３） 特定継続世帯                 ９，１８５円 

８ 条例第１３条の２第１項第３号アに規定する額        ４，８６０円 

９ 条例第１３条の２第１項第３号イに規定する額  

    （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      ４，９００円 

（２） 特定世帯                   ２，４５０円 

（３） 特定継続世帯                 ３，６７４円 

１０ 条例第１４条の５の５第１項第１号の所得割     １００分の２．０６ 

１１ 条例第１４条の５の５第１項第２号の被保険者均等割    ７，３００円 
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１２ 条例第１４条の５の５第１項第３号の世帯別平等割 

    （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      ５，６００円 

（２） 特定世帯                   ２，８００円 

（３） 特定継続世帯                 ４，２００円 

１３ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第１号アに規定する額  

                               ５，１１０円 

１４ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第１号イに規定する額  

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      ３，９２０円 

（２） 特定世帯                   １，９６０円 

（３） 特定継続世帯                 ２，９４０円 

１５ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第２号アに規定する額  

                               ３，６５０円 

１６ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第２号イに規定する額  

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      ２，８００円 

（２） 特定世帯                   １，４００円 

（３） 特定継続世帯                 ２，１００円 

１７ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第３号アに規定する額 

                               １，４６０円 

１８ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第３号イに規定する額 

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      １，１２０円 

（２） 特定世帯                     ５６０円 

（３） 特定継続世帯                   ８４０円 

１９ 条例第１４条の９第１項第１号の所得割       １００分の２．１２ 

２０ 条例第１４条の９第１項第２号の被保険者均等割      ８，６００円 

２１ 条例第１４条の９第１項第３号の世帯別平等割       ５，３００円 

２２ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第１号アに規定する額  

                               ６，０２０円 

２３ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第１号イに規定する額  

                               ３，７１０円 

２４ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第２号アに規定する額  

                               ４，３００円 

２５ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第２号イに規定する額  

                               ２，６５０円 

２６ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第３号アに規定する額  

                               １，７２０円 

２７ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第３号イに規定する額 

                               １，０６０円 
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甲府市告示第３５０号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成２９年６月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲 府 市 上 今 井 町 字 西 河 原 ９ ７ ５ 番 １ か ら ９ ７ ５ 番 １ ７ ま で 、 

字椀面７８５番１６、７８５番１７、８３６番２、８３６番３、８３９番２ 

及び８３９番３ 

以上２３筆及び道、水 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、公園、ゴミ置場、消防施設及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に  

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   東京都台東区東上野四丁目２７番３号 

   東京セキスイハイム株式会社 

   代表取締役社長 神𠮷 利幸 
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教育委員会  
 

甲府市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  平成２９年６月１４日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 委員長 平 賀 数 人 

 

 

甲府市教育委員会規則第５号 

   甲府市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部を改正する規則 

 甲府市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則（平成１３年６月教委規則第８号）

の一部を次のように改正する。 

 別表第１中「２９０，０００円」を「３０８，０００円」に、「１１５，２００

円」を「１３９，２００円」に、「２１１，０００円」を「２２３，０００円」に

改める。 

 別表第 1 の備考第 4 項中 

「上記の単価×（保育料の支払い月数＋ 3 ）÷15（百円未満を四捨五入）」を 

「 (1) 入園料が発生している場合 

 上記の単価×（保育料の支払い月数＋ 3 ）÷15（百円未満を四捨五入） 

(2) 入園料が発生していない場合 

 上記の単価  ×（保育料の支払い月数）÷  12 （百円未満を四捨五入）」に 

改める。 

 別表第２中「２１７，２００円」を「２７２，０００円」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第１及び別表第２の規定は、平

成２９年４月１日から適用する。 
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甲府市教育委員会告示第３号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１件

の一般競争入札を執行する。  

 

平成２９年６月１４日 

 

甲府市教育委員会 

委員長  平 賀  数 人 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （教委）第１号 

（２）業務名称       甲府市立小学校消火設備及び避難器具等点検業務委託 

（３）履行期間       契約締結日から平成３０年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件を

すべて満たす者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「ポンプ・

防災用品・消火器」で登録されている者であること。  

（３）本委託を遂行するための有資格者（消防設備点検資格者若しくは消防設備士、

及び電気工事士又は電気主任技術者）を雇用していること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ていない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であって
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その役員が暴力団員でないこと。 

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。ま

た、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を経過

していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立がなさ

れている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参

加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成２９年６月１４日（水）～平成２９年６月２３日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームペ

ージ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入手す

る場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２９年６月１４日（水）～平成２９年６月２３日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２９年７月１４日（金） 午前９時３０分 
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（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／１０８

に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の

記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げるい

ずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内

で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約

を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行

しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要  

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 

- 183 -



甲府市教育委員会告示第４号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１件

の一般競争入札を執行する。  

 

平成２９年６月１４日 

 

甲府市教育委員会 

委員長  平 賀  数 人 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （教委）第２号 

（２）業務名称       甲府市立中学校消火設備及び避難器具等点検業務委託 

（３）履行期間       契約締結日から平成３０年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件を

すべて満たす者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「ポンプ・

防災用品・消火器」で登録されている者であること。  

（３）本委託を遂行するための有資格者（消防設備点検資格者、若しくは消防設備

士）を雇用していること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ていない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であって
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その役員が暴力団員でないこと。 

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。ま

た、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を経過

していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立がなさ

れている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参

加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成２９年６月１４日（水）～平成２９年６月２３日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームペ

ージ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入手す

る場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２９年６月１４日（水）～平成２９年６月２３日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２９年７月１４日（金） 午前１０時００分 
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（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／１０８

に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の

記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げるい

ずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内

で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約

を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行

しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会規程第１号 

 甲府市公職選挙管理執行規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

  平成２９年６月１日 

 

 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

 

   甲府市公職選挙管理執行規程の一部を改正する規程  

 甲府市公職選挙管理執行規程（平成１２年３月選管規程第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条中「第１条」を「第１条の３」に改める。  

第７条第１項中「第２項」を「第３項」に改める。  

第１３条第１項中「令第２３条の１１《在外選挙人名簿に係る縦覧期間等》第１

項から第３項までの規定による縦覧期間」を「法第３０条の８第１項の異議の申出

期間」に改め、同条第２項第１号中「第１項」を「第２項」に改める。  

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。  
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甲府市選挙管理委員会規程第２号 

甲府市選挙管理委員会事務局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定

める。 

  平成２９年６月１日 

 

 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

 

  甲府市選挙管理委員会事務局事務分掌規程の一部を改正する規程 

 甲府市選挙管理委員会事務局事務分掌規程（平成８年３月選管規程第１号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第１第１５号を次のように改める。 

（１５）選挙人名簿の登録、表示、抹消、移替え通報及び閲覧に関すること。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 
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農業委員会 
 

甲府市農業委員会告示第６号  

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づき甲府市農業委員会６月

定例総会を、平成２９年６月３０日午後３時００分、ホテルクラウンパレス甲府に

おいて開催し、付議すべき事項について協議するので、甲府市農業委員会総会会議

規則第２条の規定により公告する。  

 

  平成２９年６月２６日 

 

                甲府市農業委員会会長 西 名 武 洋 

 

付議すべき事項 

 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 平成２９年７月告示分農用地利用集積計画について  

３ 平成３０年度山梨県農業行政施策に関する提言について  

４ 地域農業マスタープランの見直しについて  
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上下水道局 
 

甲府市上下水道局管理規程第９号  

 甲府市上下水道局職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する規程の一部を改正す

る規程を次のように定める。 

  平成２９年６月３０日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

             甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

 

甲府市上下水道局職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する規程の一部を改

正する規程 

 甲府市上下水道局職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する規程（平成７年３月

管理規程第４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第４項を次のように改める。 

４ 特別の勤務に従事する職員又は特別の理由があると認める職員について、前項

の規定により難いときは、別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年７月１日から施行する。 
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                      甲府市上下水道局告示第１９号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規 

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

 

  平成２９年６月６日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

               甲府市上下水道局業務部長 堀 内 正 仁 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 合併（土木）１号 

工事名 
①（配区－３）配水管布設替工事 

②区画道路築造工事（Ｈ２９・６－１３号線外） 

工事場所 甲府市朝日二丁目地内 

工事概要 
１ 工事内容 

①・ＤＩＰ．ＧＸ φ１００  ７６．０ｍ 

 ・ＤＩＰ．ＧＸ φ ７５   ５．０ｍ 

・ＨＰＰＥ   φ ７５  ４６．５ｍ 

・ＲＲＶＰ   φ ５０   ２．０ｍ 

・仕切弁．ＧＸ φ１００     ３基 

・仕切弁．ＧＸ φ ７５     １基 

・消火栓    φ ７５     １基 

・水抜栓    φ ２５     ３基 

②・自由勾配側溝工（３００型 縦断用） 

  Ｌ＝８４．３ｍ 

・自由勾配側溝工（３００型 横断用） 

  Ｌ＝ ８．５ｍ 

・塩ビ管布設工（φ２００） Ｌ＝５５．５ｍ 

・人孔設置工（１号）    Ｎ＝２箇所 

・人孔設置工（小型）    Ｎ＝１箇所 

・公設桝設置工       Ｎ＝４箇所 

・集水桝工         Ｎ＝２箇所 

 ・付帯工             一式 

２ 工期 平成２９年１０月３１日まで 
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３ 
予定価格 

（税込み） 
２３，４６７，３２０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等若しくは配水管 

布設替工事等と道路工事等との合併 

工事。ただし、１件の工事請負額が

１，１００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１４年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ 近接工事 

平成２９年２月１日告示（合併（土 

木）２０号①区画道路築造工事（Ｈ 

２８・６－１７号線外）②（配区－ 

５）配水管布設替工事）の落札者は、

本工事の入札に参加することはでき 

ません。 

日程 

1  入札説明書等配付開始日 平成２９年６月６日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２９年６月１５日 

３ 申請書受付開始日 平成２９年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成２９年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２９年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成２９年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成２９年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２９年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２９年６月２２日 
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10 入札及び開札日時 
平成２９年６月２９日 

午前１０時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２９年６月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２９年６月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２９年６月１日改

正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第２０号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規 

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

 

  平成２９年６月６日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

               甲府市上下水道局業務部長 堀 内 正 仁 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１４０００７号 

工事名 下水道改良工事（地震対策Ｈ２９－１） 

工事場所 甲府市上曽根町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

マンホール浮上抑制対策工  １３箇所 

鉄蓋調整取替工        ４箇所 

付帯工             一式 

２ 工期 平成２９年１１月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１２，３５５，２００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

下水道管布設工事等。ただし、１件 

の工事請負額が６００万円以上の実 

績に限る。 

元請として平成１４年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1  入札説明書等配付開始日 平成２９年６月６日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２９年６月１５日 

３ 申請書受付開始日 平成２９年６月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成２９年６月１５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２９年６月２１日 

６ 設計図書配付開始日 平成２９年６月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成２９年６月２２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２９年６月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２９年６月２２日 

10 入札及び開札日時 
平成２９年６月２９日 

午前１０時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２９年６月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２９年６月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２９年６月１日改

正）） 

支払条件 前金払 請求できる 
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中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第２１号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規 

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

 

  平成２９年６月２１日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

               甲府市上下水道局業務部長 堀 内 正 仁 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 合併（舗装）１号 

工事名 
①（路４－１２）路面復旧工事 

②下水道改良工事（Ｈ２９－２） 

工事場所 甲府市愛宕町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

①・表層工（再生密粒度ＡＳＣ（ＰＫ－３） 

：ｔ＝５ｃｍ） Ａ＝４１８．０㎡ 

 ・表層工（再生密粒度ＡＳＣ（ＰＫ－４） 

：ｔ＝５ｃｍ） Ａ＝５９．０㎡ 

・表層工（小舗石舗装工：ｔ＝９ｃｍ） 

         Ａ＝１１１．０㎡ 

・上層路盤工（再生瀝青安定処理：ｔ＝１０ 

ｃｍ） 

 Ａ＝５９．０㎡ 

・区画線工 １式 

・付帯工  １式 

②・小口径汚水桝取替工 ４箇所 

・人孔鉄蓋取替工（φ６００） ３箇所 

 ・付帯工       １式 

２ 工期 平成２９年１１月２７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１３，８３４，８００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 
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入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 

路面復旧工事等。 

元請として平成１４年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1  入札説明書等配付開始日 平成２９年６月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２９年６月３０日 

３ 申請書受付開始日 平成２９年６月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成２９年６月３０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２９年７月６日 

６ 設計図書配付開始日 平成２９年６月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成２９年７月７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２９年６月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２９年７月７日 

10 入札及び開札日時 
平成２９年７月１８日 

午前９時４０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２９年７月１２日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２９年７月１３日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 
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入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０ / １００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２９年６月１日改

正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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任免辞令 
（市長事務部局） 

小 林   明 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市長直轄組織都市戦略室都市戦略課係長を命ずる 

任期は平成３１年３月３１日までとする 

 

成 澤 治 子 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

企画部企画総室地域振興課主任を命ずる 

任期は平成３２年３月３１日までとする 

以 上      発 令 日  平成２９年 ６月 １日 

 

甲府市監査委員                       廣 瀬 集 一 

退職を承認する 

以 上      発 令 日  平成２９年 ６月２１日 

 

山 中 和 男 

甲府市監査委員に選任する 

以 上      発 令 日  平成２９年 ６月２２日 

 

市民部       市民総室    市民課    主任    田 中 千 絵 

建設部       まち保全室   道路河川課  作業主任  岩 浪 勝 保 

市立甲府病院    診療部            科部長   相 川 雅 美 

市立甲府病院    看護部            主任    上 杉   香 

（各通） 

退職を承認する 

以 上      発 令 日  平成２９年 ６月３０日 
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